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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 ただいまの出席議員24名であり

ます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○鳥海隆太議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、市立病院の地域医療連携推進法人設立構

想までの経緯と新病院開院後の本市医療について

外２点、13番島軒純一議員。 

  〔１３番島軒純一議員登壇〕（拍手） 

○１３番（島軒純一議員） おはようございます。 

  実に２年ぶりの質問をさせていただきます。ま

た、タブレットを一昨年６月からですか、導入し

ましたけれども、その導入するまでの検討委員会

の委員長をさせていただいておりましたけれども、

タブレットを使ってこの場で質問するのも初めて

ということで、リハビリを終えて社会復帰した初

日みたいな気分でおりますから、どうぞ温かい目

で聞いていただいたり、御支援をお願いしたいと

申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  今回の質問の根底にある思いは、「想定外を想

定する」であります。これからの行政運営におい

て重要な観点ではないかと思います。先週の九州

北部の記録的大雨もそうです。テレビのインタビ

ューを受けたある男性も、「59年間生きてきて初

めてだ」というようなことを言っていました。今

までのいろいろな災害に遭われた住民の方たちも、

こんなことは人生で初めてだと、多くの方が言っ

ていました。地球温暖化などによる気候変動は、

ゲリラ豪雨や爆弾低気圧などという言葉を生み、

極端な天候をもたらしています。 

  民主党政権時代に、事業仕分けなるもので、ス

ーパーコンピューターの京の開発について、「世

界一になる理由は何があるんでしょうか。２位じ

ゃだめなんでしょうか」と言い、科学技術の価値

を全く認識していないかのような驚きの発言をし

た政治家は、堤防建設費の要求に、100年か200年

に一度の災害のためにつくる必要があるのかと迫

っていました。津波についても、地震が起きてか

ら来るまで時間があるので、その間に対処すれば

済むことと言っていた。その後、あの３・11の東

日本大震災が発生しました。 

  また、昨年発生した平成30年７月豪雨での岡山

県倉敷市真備町では、小田川が決壊し、甚大な被

害をもたらしました。ここは高梁川との合流地点

の湾曲などが原因で流れが悪いことから、合流地

点を4.6キロメートル下げる工事が計画されてい

ました。この河川工事計画は平成22年に策定され、

平成26年から事業着手し、平成40年の完成を目指

していました。災害後、30年から事業着手してお

りますけれども、ここは計画どおりの完成でも昨

年の豪雨対策には間に合わなかったことは確かで

ありますが、国土交通省が平成19年に、100年に一

度の洪水に耐え得る河川の整備基本計画を策定し

ていたにもかかわらず、事業仕分けによって全国

の治水や防災事業を大幅に衰退やおくれをもたら

したことは事実であります。国民の生命と財産を

守るという政治の基本をないがしろにし、テレビ

で公開された仕分けで、単にパフォーマンスとし

て削減ありきで臨んだことと受け取られても仕方

がないと思います。まさに政治家として本当の意

味で国民を思う心根を全く感じないやり方だった

と、今も各所で起きるいわゆる想定を超えた災害

の報に接するたびに、悔しい思いとともに思い出

します。 

  また、時代の変化や多様化する人間関係、行き

過ぎとも思える権利主義などによる、これまでの

いわば実績や経験だけでは解決できないことを想

定しなければなりません。例えば、衝撃的な映像
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がテレビで繰り返し放送されたあおり運転もそう

です。今まで映像として残っていることが少なく、

実感できなかったことがリアルに伝わったことも

ありますけれども、今までこんなことはなかった

のではないかと思えるほどの信じられない事件で

ありました。暴力で解決しようとしたり、怒りな

どの自分の勝手な思いを達成しようという人への

対応についても想定し、準備し、市民や職員を守

らなくてはならない。想定ができなかったり対応

がおくれれば、大切な人命を守れないことになる

と思います。政治は、あらゆる施策において想定

外を想定する感覚を磨かなければならないと思い

ます。 

  以下、そのような思いで質問をさせていただき

ます。 

  初めに、市民のためのあるべき将来医療をどう

想定するかの観点で、市立病院の地域医療連携推

進法人設立構想までの経緯と、新病院開院後の本

市医療について質問します。 

  米沢市立病院は、老朽化と耐震不足が指摘され、

また、多様化・複雑化する医療ニーズに応えるた

め、単独建てかえ、単独運営の計画が平成28年７

月に米沢市立病院建替基本構想として示されまし

た。中川市長就任後、７カ月後のことであります。

しかし単独建てかえ案を示してからわずか６カ月

後の平成29年１月に、建設計画を一旦中断し、民

間病院である三友堂病院と米沢市立病院を再編統

合するための米沢市医療連携あり方検討委員会を

開き、委員長に嘉山孝正山形大学医学部参与を選

出しています。 

  その年の11月、検討委員会は、市立病院を地域

医療連携推進法人化した上で、救急医療を担う急

性期医療中心の病院に再編する意見書をまとめて

います。米沢市はこれを受けて、米沢市医療連携

あり方に関する方針を示し、これを米沢市立病院

建替基本構想に取り入れ、米沢市立病院新病院建

設基本構想として見直しています。また、三友堂

病院については回復期医療を中心とする病院にし、

老朽化が進んでいる両病院については、令和５年

度までに同時に新規開院できるように進めるとし

ています。 

  以上のように、中川市長が平成27年12月に就任

後の翌年28年７月、一旦単独で建てかえ、単独運

営の方針を打ち出しましたが、わずか６カ月後の

29年１月には連携に向けた会議を開催しています。

そしてその年の11月には、医療連携推進法人の方

向性を示しています。単独案から連携推進法人案

までの期間が非常に短く、この間に何が問題で何

を目的に方針転換したのかについて本当の意味で

市民に伝わっていないような気がします。 

  以上、法人化を目指すまでの経緯と、これによ

り本市の医療はどのように変わるのかについてお

答えをいただきたいと思います。 

  次に、職員が市民のために安心して力を発揮し

て仕事をするためにであります。 

  初めに、主に窓口職員が不当要求行為や暴力行

為などにいかに対処するかであります。 

  市民の方を信頼し、市民のために一生懸命働く

のは当然でありますが、一方で、想定外を想定す

るという心構えと準備が必要なのではないかと思

います。2013年に起きた兵庫県宝塚市役所への放

火事件など、実際に凶悪な事件も起きています。

どのような対策をとっているか教えてください。 

  次に、教職員の問題についてですが、いじめ問

題は複雑化し、教師個人で対応することが難しい

案件も多いのではないでしょうか。また、保護者

との関係は非常に大切で、ある意味、児童生徒の

ために協働して教育に当たらなければならないと

思います。しかし、時代の変化と多様な考え方を

持つ保護者に対してどう接していいのか悩んでい

る先生も多いと思います。これらのことをいかに

個人ではなく学校や教育委員会など組織全体とし

て対処していくことで問題の早期発見と早期対応

を促し、結果として子供たちを守り、教師の精神

的な負担を軽減することにつながるのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 
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  次に、山形新幹線、板谷峠トンネル化構想であ

ります。 

  米沢市は2016年、県に先駆けて、米沢市奥羽新

幹線整備実現同盟を立ち上げ、山形新幹線の利便

性と安全性の向上を図るべき活動をしてきました。

また、2018年12月、置賜地域の自治体が新たに加

わり、名称を置賜地域奥羽新幹線整備・米沢－福

島間トンネル整備実現同盟会として、置賜地域一

丸となって取り組むことを確認しています。この

とき当局は他市町に気を使ったのか、県に先駆け

て県内で一番先につくった整備実現同盟会を発展

的に解消し、新たに組織をつくるとしていました

が、当時私は議長だったので、このことを報告い

ただいたときに、解消しないで強い思いで一番先

に同盟会をつくったんだという実績を残すべきで

あると申し上げ、そのとおり御理解をいただきま

した。将来のインバウンドを含んだ観光米沢の振

興を想定するときに、安定し、安全な輸送手段を

幾重にも確保する必要があります。 

  板谷峠は国内屈指の急勾配、急曲線の難所であ

り、雪や雨などの自然に対してはもちろんのこと、

熊や鹿など動物との衝突など、輸送障害が多く、

山形新幹線全体の輸送障害のうち米沢福島間が４

割を占め、平成23年から29年までの間で270本の運

休、遅延が発生しています。このうち40％は米沢

福島間で発生しています。 

  ＪＲ東日本は2015年５月から17年３月まで、抜

本的な防災対策――板谷峠の短絡ルートによるト

ンネル整備で、自然災害リスクや動物との衝突回

避など、運行の安定化を目指す――として、現地

調査を実施しています。それによると、概算事業

費が1,500億円、トンネル断面をフル規格にすると

さらに120億円積み増されるとの試算を2017年11

月に県に示しました。これによると、工期は着工

から約15年、設計も含めると20年とも言われる事

業であります。 

  また、フル規格推進としている県に対し、本市

を含む置賜の自治体は、必ずしもフルにこだわら

ず、防災対策としてのトンネル整備を優先すべき

との立場に見えます。設計から完成まで20年とも

言われるこの事業の運動の方向性に時間はなく、

不協和音があってはなりません。ＪＲの調査結果

の県への明示から２年が経過しましたが、県やＪ

Ｒ、福島などの近隣県との協議をスピード感を持

ってやるべきだと思いますが、協議の進捗状況と

見通し、またフルかミニか、市としての考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

  以上で壇上より終わらせていただきます。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、３番目であります山形

新幹線板谷トンネル化の構想についてお答えをい

たします。 

  県議時代に、この奥羽新幹線構想が県当局から

出てまいりました。今、議員から御指摘ありまし

たように、この安全性・定時性については、運休、

遅延というものが福島米沢間で40％強のそういう

ことがありまして、定時性、速達性、安全性は、

これは確保していかなければならないというよう

な思いで、私も市長選挙においてはこのことにつ

いて一日も早く取り組んでいかなければならない

ということを示させていただきました。 

  そういった経過を踏まえまして、平成28年５月

に、県において山形県奥羽・羽越新幹線整備実現

同盟が設立されました。本市でも、お話ありまし

たように、県内の市町村いち早く米沢市奥羽新幹

線整備実現同盟会を設立し、活動を行ってまいり

ました。その後、フル規格のトンネル整備を含め

た奥羽新幹線の実現は置賜全体で推進すべき広域

的課題であると捉え、今お話ありましたように、

当時、島軒議長からの御意見も踏まえまして市同

盟会の規約を改正し、置賜地域の自治体、経済界

等が一丸となった置賜地域奥羽新幹線整備・米沢

－福島間トンネル整備実現同盟会を昨年12月に立

ち上げたところであります。 

  お尋ねのありましたＪＲ東日本と山形県の協議
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の進捗状況でありますが、議員お述べのとおり、

ＪＲ東日本では平成29年11月に、福島米沢間トン

ネル整備について、調査結果を山形県に報告して

おります。これを受け、県では昨年３月から月１

回のペースでＪＲ東日本とトンネル整備の早期事

業化に向けた整備のあり方や政府の財政支援も含

めた財源スキーム等の検討を重ねております。 

  フル規格の奥羽新幹線を見据えたトンネル整備

の早期実現化に向けては、地元置賜地域はもとよ

り、トンネル間で結ばれる福島県側との連携、協

力も大変重要であると認識しておりましたので、

私自身も昨年、福島市を訪れ、福島市長とトンネ

ル整備の早期実現化に向けての話し合いを行った

ところであります。その後、置賜の同盟会総会に

は福島市からも出席をいただいたところでありま

した。 

  県の動きとしましては、福島県と連携して、こ

としの６月14日には政府に対して、７月４日には

ＪＲ東日本に対して、フル規格の新幹線の実現を

見据えた米沢福島間のトンネル整備の早期事業化

を求める合同要望を初めて実施したところであり

ます。 

  このように、置賜３市５町や本市と福島市の地

域レベルでの連携はもとより、山形県と福島県と

いう県レベルでの連携を密接にしており、本市に

おきましても、今後引き続き県と連携を図りなが

ら、国やＪＲ東日本への要望活動を行うほか、市

民への情報発信など、地域の一層の盛り上がりを

図ってまいりたいというふうに思っております。 

  そして、最後に御質問のありましたトンネルの

規格でありますけれども、フルかミニかというお

尋ねがありました。私は、これは県とのいろいろ

財政的な協議も必要かというふうに思っておりま

すけれども、やっぱり一旦ミニでやってしまいま

すと、永久にそのままのトンネルになってしまう

というようなことで、ここはしっかり県の対応も

含めてフルでお願いをすべきであろうと、こうい

う判断をしておるところであります。 

  私からは以上であります。 

○鳥海隆太議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、１の（１）

地域医療連携推進法人に関してお答えいたしま

す。 

  平成29年１月に設置されました米沢市医療連携

あり方検討委員会において、これまで課題として

指摘されていました市立病院と三友堂病院の連携

について、今後、急性期医療と回復期医療の連携、

人間ドック・健診の連携などさまざまな分野での

連携が協議され、また、病床の再編や職員の共同

研修、医薬品の共同購入なども効果的に行えるメ

リットがあることから、地域医療連携推進法人を

設立することとされたものです。今後は、両病院

の新病院建設を進めていきながら、同法人の設立

に向けて取り組んでまいります。 

  なお、新病院の建設後になると思いますが、地

域医療連携推進法人の先行事例を参考として、地

域の病院や診療所、介護・福祉施設などの同法人

への参加について検討し、高齢者が可能な限り住

みなれた地域で生活を継続することができるよう、

地域包括ケアシステムの構築を検討してまいりた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、２の職員が市民の

ために安心して力を発揮し、仕事をするためにに

ついて、不当要求行為があった場合の対策につい

てお答えいたします。 

  職員は、不当要求行為があった場合やそのおそ

れがある場合は、米沢市不当要求行為等対策規程

に基づき対応を図ることとしております。この規

程では、不当要求行為に対する職員の対応の心得

や、所属長への報告など必要な事項を定めるとと

もに、副市長を委員長とし、各部長などを委員と

する不当要求等対策委員会を設置しており、必要
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に応じてこの委員会に案件を付議し、具体的な対

応策等の協議や警察署などの関係機関との情報交

換及び連絡調整などを行い、適切に対応していく

こととしております。 

  不当要求行為に対しては、毅然として厳正な態

度で臨まなければならないものですが、応対した

職員個人で対応し切れるものではなく、組織で対

応することが重要でありますので、各課等におい

て事案に迅速、的確に対応できる組織的な体制を

確立していくこととしております。今後も引き続

きこのような取り組みを進め、不当要求行為に対

しては毅然とした態度で対応をしていかなければ

ならないと考えております。 

  また、放火等の暴力行為の対策につきましては、

施設のハード面での対策は、新庁舎において防犯

カメラの充実などを行っていきたいと考えており

ます。 

  また、避難誘導などのソフト面での対策につき

ましては、火災や地震を想定した避難訓練は毎年

実施しておりますが、暴力行為の対策としまして

は、警察などと協議をして別の訓練ができないか

などを検討したいと思っております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、小中学校における

子供や保護者への組織的な相談対応についてお答

えいたします。 

  学校では、日ごろから子供や保護者の相談を受

けておりますが、相談の中には一部解決が困難な

事案もございます。学校ではそのような事案に対

して複数教員で対応する体制を整えており、場合

によっては管理職が直接対応することもあります。

また、教育委員会に相談、報告があった際は、学

校と連携して解決に取り組む体制をとっておりま

す。 

  このような相談体制が必要となるのは、以前よ

りも相談件数がふえていることや、トラブル等の

原因が複雑化していること、若手教員増加による

組織全体の経験不足等の理由が考えられます。 

  このような状況に対応するために、学校では校

内研修の日常化と充実を、教育委員会では今年度

より学校教育専門員を配置し、学校課題の早期発

見、早期解決に取り組んでおります。 

  私からは以上であります。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） ありがとうございまし

た。それでは、お答えいただいた順番で再質問さ

せていただきたいなというふうに思います。 

  市長からお答えをいただきましたけれども、や

はり私は、市長がいち早くこの必要性を感じられ

て、県議時代から問題意識はお持ちだとは思いま

すけれども、その中でいち早く取り組まれたとい

うことについては、先ほど申し上げたように、部

長が相談に来られたとき、他の市町との関係性も

含めて、一応発展的な解消をして、新たにつくっ

てみんなでやっていこうと思っていますというよ

うなことで来られましたけれども、そこは一番先

にやったという実績を残しながら取り組んでいっ

たほうが我々米沢市民の思いは通るだろうという

ような思いで提言を申し上げたところ、検討いた

だいてよかったと思います。今でもいろいろな報

道なんかされるときは、米沢市が一番先に取り組

んだんだということが時々出てきます。これは大

事なことで、早いか遅いかということは問題じゃ

ないよという話もあるかもしれませんけれども、

問題意識がどこにあったのか、どういうふうに捉

えたのかが大事なことだったので、これは非常に

大切だったなというふうに、いいことだったとい

うふうに思っております。 

  それにしても、やはり20年もかかると言われて

いるこの事業ですよね。予算も含めて、例えば高

速道路をつくるときの話なんかも含め、お金の出

どころ、これはどういうふうに考えられるんでし

ょうかね。今の時点でそれは言えるところまで行

っていないかもしれません。ただ、割合とか、や
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っぱり具体的な話として何か今見えるものがある

のか。見えないときには、こういう場合のときに

はこうしたんだというようなお話があればお聞か

せを願いたいなというふうに思います。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 先ほどお話にもありましたＪＲ東

日本ではトンネルの調査をして、予算もこのくら

いの見通しを立てております。 

  そこで、私もＪＲ本社の常務とお話をさせてい

ただいた経緯がありました。そのときＪＲ側とし

ては、我々の企業だけでは財源の負担というもの

については非常に厳しいものがあると。ただ、そ

ういう言葉だけだったんでしたけれども、その裏

には、やっぱり一定程度の財源については県も含

めて自治体の御協力もいただきたいという意味が

あるんだろうなというふうに私はとってまいりま

した。高速道路、東北中央自動車道もそうであり

ました。負担については、結局これは国の直轄道

路でありましたから、国で整備することであるん

ですけれども、しかし、その沿線自治体の負担と

いうのは県も含めてあったわけでありますので、

こういった新幹線の整備についても同様のものが

あるんでないかと。そして、実際には国の予算と

いうものも当然かかわってまいりますので、国の

財源あるいはＪＲ東日本の財源、そして沿線自治

体、県も含めた自治体の財源というものを今後ど

のように検討していくかということが今県のほう

ですり合わせをしている状況ではないかと、この

ように判断をしております。具体的にどうこうと

いう話はまだ本市のほうには来ておりません。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） 誰かが何かやってくれ

る、誰かが先に動いてくれないかなみたいな状態

になってはいけないと思うんですよね。この場合

は、やっぱり国もそうですけれども、我々米沢市

民の思い、ましてや置賜、それから通る沿線の、

もちろん山形県全体の問題であるわけですから、

県が率先して、私たちこれぐらい出しましょうぐ

らいのを言ってもらわないと進まないと思うんで

すよ。お見合いしている状態みたいにね。ＪＲさ

んも「いや、うちだけではね」、県も「国も何か

してくれないかな」とか「米沢市さん、頑張れな

いですか」とか、そんな話じゃない。やはり県が

率先してやるべきだと思うし、これについては市

からも強力に一番先に同盟会をつくった思いをぶ

つけていただきたいなと思っておりますから、こ

の場はこれ以上のお話をさせていただくわけには

いかないというふうに思います。 

  ただ、インバウンドも含めて、道路は道路、そ

れから鉄道は鉄道のやはり別々の需要があるとい

うふうに思っておりますから、決して高速道路が

できたからどうだという話でもないし、運搬の安

全性を確保しながら鉄道をきちっとつくっていく

ということについては、将来の車について減らし

ていくような世の中になるかもしれませんし、そ

のときには鉄道になりますので、ぜひここをスピ

ード感を持って進めていただきたいと言わせてい

ただきたいというふうに思います。 

  それでは、次に、いろいろお答えをいただきま

した。メモをし切れなかったのですが、マニュア

ルはあるということですよね。マニュアルはある

んだけれども、どこまで実際を想定しているかと

いうことが大事だなというふうに思うんですが、

私が申し上げるのは、職員の方について想定外を

想定した話を私今しているわけですから、市民の

方は当然善良な方です。でも、その想定を超えた

話を今するわけですから、極端な話もするかもし

れませんけれども、万が一いろいろな状況、要す

るに先ほど申し上げたような宝塚ですね、そのよ

うな話になったときに、実際に動けなければ何と

もならないわけですよね。実際の訓練といいます

か、どういうふうにしていますか。先ほど火災・

避難訓練等とは別にやりたいとはおっしゃってい

ますが、どういうふうに考えていらっしゃいます

か。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 
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○後藤利明総務部長 まず、不当要求行為等対策マ

ニュアルを作成いたしまして、その中には具体的

な行為の例ですとか、対応に当たっての担当者の

あるいは組織の心得、具体的な場面における対応

の要領、事例を出しながら、ＱアンドＡなども交

えながら作成したものでございます。 

  ただ、実際にそのマニュアルに沿って対応した

事例があるかと言われれば、私の知る限りでござ

いません。（「いや、私訓練のこと言っているん

だよ」の声あり）ええ、それでやはり議員おっし

ゃるとおり、想定外の想定もあるわけでございま

すので、それに向けて警察署などと相談をしなが

ら、今後対応策について検討したいと考えており

ます。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） 実際にしたかという話

じゃなくて、想定をしているという話をしている

わけですから御理解をいただきたいんですけれど

も、やはり何でもそうですが、私も救命救急、人

工呼吸なんかの研修を受けても、実際にそういう

方がいらっしゃったときに手が出ないんですよね。

とっさにそれを自信を持ってやれるほど自分が訓

練していないんです。消防団なんかの延長線で講

習会を何日間か受けたというだけではだめなんで

すよ。ですから相当、やるからにはきちっとした

緊張感を持ってやれるような訓練をしなきゃいけ

ないというふうに思うんです。今おっしゃるよう

に警察の指導を受けるとか、それからやっぱりい

ろいろな形で想定の範囲を広げていくと。先日も

テレビで、山形の大型商業施設で化学テロ対策の

実際の訓練をされたと。ここまで想定しないとお

客様を守れない。米沢市に置きかえると、職員を

守るという話を今しているわけですが、そこに居

合わせた市民を少なくとも守るということにもつ

ながりますから、市民の方の誘導も含め、自分の

命を守ることも含めてきちっとした訓練をすべき

だと思いますが、もう少し踏み込んだ答弁をお願

いいたします。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 やはり訓練につきましては、

先ほど申し上げましたけれども、専門のノウハウ

を持った警察署などに相談をしながら、これまで

そういった訓練をやったことはございませんので、

まずは相談を申し上げながら、具体的にどのよう

な対策が可能かどうかも含めて検討して実施して

まいりたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） ちょっとあれですが、

別というか。 

  それで、ふだんの面談の中において面談記録を

つけているのか。私申し上げるのは、どこの案件

から上司に報告すべきかという、担当者が、一職

員の方が迷うようなものであってはならないし、

報告書というのは全部上げるから報告書だと思う

んですけれども、そういう形で全面談記録がある

のかお聞かせ願いたいと思います。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 このような不当要求行為にか

かわらず、原則的には面談記録というのはとって

いるはずでございます。 

  このような暴力行為に関するものにつきまして

は、先ほど申し上げましたけれども、しっかりと

面談記録などをとるようなことでマニュアル化さ

れておりますので、実際あった場合にはそのよう

にしたいというふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） 一応面談記録の中で、

上司が目を通しているということが大事なので、

毎日、相当な数の人が来られて大変でしょうけれ

ども、そんなに詳しい面談記録でなくていいわけ

ですから、特記事項でちょっと問題になりそうな

事案とか、今こういうふうなことで実際に問題に

なっていると、その区別をしながら、通常はぱっ

ぱっと流せるようなシステムをつくりながら、全

部に上司が目を通していくということで判断は組

織としてやるということが必要でないかなという
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ふうに思います。これは特別問題だと思うから職

員が上げたと。「何で上げなかったんだ」という

ようなやり方は私はだめだと言っているんです。

皆、上げるものは上げて共有化していくというこ

とは大事だと。そのためにすごい時間食ってはだ

めなので、これは報告をする内容は考えなければ

いけない。すぐに判断ができる、ぱっぱっと見て

いけるようなシステムをつくったほうがいいと私

は提言をしておきます。 

  それから、今度新しい庁舎にもなりますし、カ

メラをどういう意味合いでつけていくかでありま

す。この間、部長ともちらっと話をしたときには、

窓口という意味じゃなくて、いろいろなブライン

ドになるようなところとか、ホールとかそういう

ところにつけるんだと、つけているみたいな話だ

ったんですが、私は市民の皆さん、それから職員

の皆さんの協力も得ないとやれないことだと思い

ます。毎日カメラのもとで仕事したくないと言わ

れれば、それはそれでまた協議とかいろいろ話し

合いが必要でしょう。しかし私は、想定を超えた

話をするわけですから、そこは御理解をいただい

て、市民の方にも、市民の方を守るんだという意

味合いでつけますからというようなことを発信し

ながらカメラをつけるべきだと、窓口に。この辺

はどうですか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 新庁舎におきましては、窓口

カウンターですとか執務室、通路など、施設のほ

ぼ全面をカバーする台数のカメラを設置する予定

にしております。カメラも、全方位カメラなども

使いながら、ほぼエリアを網羅するような形にな

っておりますので、これにつきましては広報等で

も市民の方にお伝えをしたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） やっぱりこれは議論の

あるところで、監視されているようでは嫌だみた

いな発想にならないように、職員の方、それから

そこの場にいらっしゃる市民の方をちゃんと守り

たいんだと、思いをちゃんと伝えることが大事だ

と思います。ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  さすまたはありますか。さすまたでなくていい

んですけれども、身を守る方策です。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 現在、２階の納税課にさすま

た２本置いております。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） 済みません、例えば３

階、４階で何か起きたとき２階までとりに行って

対処するって無理なので、だから全窓口にという

とちょっと問題ですけれども、後ろから上司の方

が見ていて、目の届く範囲の、ブラインドが出な

い範囲で持つとか何か考えたらどうですかね。さ

すまたでしょう、相手に余りダメージを与えない

で守れるというのはそういうことじゃないですか

ね。ちょっと検討していただいて、よろしくお願

いしたいというふうに思います。やはりこの件に

ついても、最終的には居合わせた市民の方も守る

という発想がなければだめだというふうに思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、学校ですが、先ほどから申し上げて

いるように、こちらでも言いましたけれども、先

生の判断が入って悩んだ上で報告をするというよ

うな状況になっていませんか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 学校にはさまざまな組織

がございまして、まず一つは学年の固まりの組織、

あと、それぞれの担当ごとの組織というふうなこ

とがございますので、まずは多くの場合、担任が

察知すれば学年主任などを含めて検討するという

ふうな、報告をするというふうな形になるのが通

常だというふうに思います。その上で、管理職、

教頭なりに相談をして、全体のものにしていくと

いうふうなことが通常の流れであるというふうに

捉えております。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 
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○１３番（島軒純一議員） そうすると、父兄との

面談記録みたいな、電話でもそうですけれども、

これは一々しないということですか。要するに全

部共有されているかということです。先ほどのこ

っちでの話と同じです。どうぞ。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 面談などの折には、まず

面談をするというふうなことも報告いたしますし、

多くの場合、一人での対応ではなく、複数で対応

というふうな形になろうかというふうに思います。

終わったときには、先ほどのようなシステムでの

報告を必ずするというふうになっております。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） 今、複数での対応とい

うふうに言われましたけれども、それは大体全部

ですか、全案件ですか。それは問題案件といいま

すか、そういうことですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 全部というふうなことに

はならないというふうに思いますけれども、相談

内容が複雑であったり大きくなりそうであるとい

うふうなことなど、そういった不安があるような

場合にはそのような対応をするというふうな形に

なるというふうに思います。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） 普通そうなんでしょう

けれども、私申し上げたいのは、要するに複雑な

のか、複雑化しそうなのか、それは個人の先生に

判断を任せられているというところに私は多少の

問題があるんじゃないかと思っている。実際はそ

うだと思うんですよ。それだけ担任の先生対父兄

というのは、先生も頑張らなければいけないとい

うふうに思うでしょうし、父兄の方々も信頼する

と、要するに先生にわかってほしいという意味で

来るでしょう。だけども、私はここに個人として

の先生の判断でなくて、いろいろな普通の案件で

も共有していると、全てが把握できている。先ほ

どと同じように何行も書くことないんです。内容

報告じゃなくて、通常の指導で済みましたぐらい

の報告でもいいでしょうから、共有をしていくと。

ただ、複雑化したときには、そこで問題であると

か、理解をもらえなかったとかという項目の中に

出てきたときにはどうなんだと。組織全体、学校

全体で把握をして、それもまた教育委員会で、ど

ういう形かわかりませんが、把握をしていくとい

うことが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 議員お話しいただいてい

るのはとても大事なことだなというふうに思いま

す。 

  今現在についても、まず、電話相談あるいは面

談のあった場合には、学年内の共有は小さな案件

であっても必ずしているというふうになりますし、

そこで学年の組織としての判断で、もっと上の教

頭に報告のほうがいいのではないかとなれば報告

というふうな形で、一人の判断で全てが判断され

るような形でないようにはなっておるというふう

に思いますけれども、なお徹底していきたいとい

うふうに思っております。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） 山形で校長先生をされ

ている、私の知っている人がいて、話をしたんで

すけれども、そこの校長先生は、教頭先生に要す

るに上げた段階で、そこは問題案件だけ上げるシ

ステムなのかもしれませんね。上げた段階で責任

は半分だよと言っているんだよと。とにかく一人

で抱えるなと。教頭先生なり私に言ってくれとい

う話をいつもしていると。もちろん米沢でもそう

だと思います。ぜひそういう形でやっていただき

たいというふうに思います。 

  報告案件についてはこうですけれども、ひとつ

学校教育専門員、先ほどお話しいただきました。

これの実効性といいますか、頑張っておられる点

について少しお話をいただきたいというふうに思

います。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 
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○今崎浩規教育指導部長 今、議員お話しありまし

た学校教育専門員ですけれども、今年度より教育

委員会に配置し、さまざまな対応をしております。

業務としては学校あるいは保護者の相談対応、い

じめや不登校などの学校課題の解決、あと統廃合

が進んでおりますので、学校統合の準備にかかわ

る業務に至るまで多くの業務に取り組んでいると

ころであります。 

  学校からの相談には、豊富な経験と専門的な見

地から的確な指導を行っておりますし、不登校児

童のかかわりや保護者相談には丁寧な対応、あと

指導によって子供が、１学期間の様子ですけれど

も、学校復帰に向けて前進する様子も見えており

ます。 

  このように、学校教育専門員はなくてはならな

い存在というふうになっておるところでございま

す。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） これをやっぱり充実し

ていくと。今、毎日ではないというふうにお聞き

したこともありますし、充実していくということ

でよろしいですね。 

  それと、最近話題になっているスクールローヤ

ーの話ですけれども、やはり組織としてバックア

ップすると、それから法的なものも含めてきちっ

とバックアップをするんだと、フォローするとい

う意味では必要性を感じるわけですが、担当され

ている現場といいますか、教育委員会、どうです

か。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今現在、学校において、

弁護士が入らなければならない、必要になるとい

うふうな案件は多くあるわけではございませんけ

れども、もしそういった案件が発生したときに即

座に対応できる体制づくり、あるいは大きな問題

ではなくても、日ごろから法に関する相談ができ

るような、そんな仕組みを確立するというのはと

っても重要なことというふうに捉えております。

スクールローヤーを配置することができれば、教

員が安心して力を発揮し、教育活動に専念できる

環境づくりにつながる有効な手だてになるのでは

ないかなというふうに思っております。今後は配

置に向けて検討を進めていきたいなというふうに

考えているところでございます。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） そういう形でみんなで

バックアップしながら能力をきちっと発揮してい

ただく。そのことは、つまり子供たちのためにな

ると。せっかく先生方頑張っている力が、どっか

で精神的なものとか深く抱えてしまって発揮でき

ないと損でしょう。市にとっても、親御さんにと

っても、子供にとっても損なはずですよ。ですか

ら、しっかりバックアップをしていただきたいと

いうふうに思います。 

  この件については終わらせていただきます。 

  次に病院ですね。先ほど申し上げたとおり、中

川市長、つまり市長になられてから６カ月後です

か、一応単独建てかえ、単独運営の方針を出され

ました。その後、一旦中断をして動きがすごく速

くなったといいますか、動きが見られましたけれ

ども、このとき何があったんですかね。要するに

嘉山先生……。29年１月に建設計画を中断して米

沢市医療連携あり方検討委員会を開いているとい

うことですけれども、このときまでの間、どんな

動きがあったんですかね。 

○鳥海隆太議長 渡邊病院事業管理者。 

○渡邊孝男病院事業管理者 １つは、先ほどもお話

があったかもしれませんが、精神科のほうに大学

からの医師の派遣がいただけないと。やはり救急

医療に関しまして、精神科のドクターの負担が大

きいというのが主でございました。精神科の問題

が一段落して、公徳会のほうからご支援をいただ

けるということになったので、今度次の段階とし

て、救急医療をどのように確保していくのか、精

神科の問題も、言ってみれば救急医療を担う医師

がやっぱり負担を感じているということが基本に



- 39 - 

ありましたので、救急医療を担えるように地域の

医療機関、ここでは三友堂病院との連携をまず進

めていければ我が病院としては非常にありがたい

ということがございまして、これまでも２回ほど、

その前に三友堂病院と連携の話をしておりました

が、なかなかそれが実現できなかった。 

  今回は精神科の問題で本当に市民の皆様にも大

変苦労をおかけしてしまいましたので、二度とこ

のようなことがないように、やはり三友堂病院と

の連携を進めたいなという思いが強くありまして、

中川市長とともにいろいろな方向での努力を積み

重ねていくことになったわけでございます。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） このときは、それまで

お医者様いないと、医師確保が大変だと、大分議

会でもそういう話をされまして、私たちも本当に

困ったものだなという話でいました。ずっと思っ

ていました。精神科問題の終息に始まったり、要

するに非常に顕在化したわけですよね。その中で

三友堂病院さんとの話し合いもうまくいかなかっ

た。 

  それから、蔵王協議会の会長の嘉山先生との関

係性、これは市長が頑張ったんじゃないですか、

何か。だって変わったもの、流れが。どうでしょ

うかね、率直にお答えください。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 確かに私、就任する前に……、当

選後、病院担当部局のほうから精神科を廃止する

と、それは医師がいないからだと、もう単純な話

でありました。そういったことで、何とかまず精

神科、これはこれからの子供、現役世代、あるい

は高齢者の皆さんにとっても心の疾患というもの

はふえてきているという状況の中で、米沢から精

神科がなくなるというのはとんでもないというよ

うな思いで、ただ、このことについては県と連携

もしっかりとらせていただきました。そういった

中で最終的には公徳会佐藤病院さん、こころの病

院として開設していただいた。そして、こういっ

た米沢市の医療全般を見てみた場合にも、医師不

足と医師の確保というのが重要な課題であると。

今後、市立病院を新しく改築するにしても、しっ

かりとした医師を確保しなかったらこれは機能し

ないというようなことで、そういった思いも、夜

間診療であったり救急医療であったり、これは同

じ総合病院としての三友堂さんも同じ悩みを抱え

ておりましたので、渡邊管理者と協議もしながら、

しっかりと仁科先生の三友堂病院側のほうに申し

入れをさせていただきまして、その後、連携を進

めていこうというようなことで、ただ、連携を進

めていく上で、医師の確保が最重要な課題になっ

てまいりますので、そこは山形大学医学部、そし

て蔵王協議会の会長である嘉山参与のお力がどう

しても必要だというようなことで、医療連携のあ

り方検討委員会を設置した場合に、法人もそうで

ありますけれども、医師の確保が重要であるため、

何とか医大のほうからの委員長を出していただき

たいというお願いを申し上げまして、嘉山先生み

ずからが、じゃ私が委員長としてまとめますとい

うようなお言葉もいただきながら、医大側と医師

の確保についてもその後においても、いろいろ定

期的にお話し合いを進めておりますので、そうい

った関係においては今後の医師確保についても一

定程度の方向性が見えてきているんではないかと。

しかし、見えてきているということでありますの

で、これはしっかりと医療連携の医療拠点として

開設に向けてもっともっとより連携を強めていか

なければならないと、このように思っております。

医大の嘉山参与には大変お世話になったことを申

し添えたいというふうに思います。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） 当然、それまでも嘉山

先生という存在はあったわけですし、やりとりを

やったときもあったでしょう。でも、やっぱり進

んでこなかった。こういう関係性をつくって山大

医学部、それから蔵王協議会等の協力を得られる

んだと、そこまで持っていったことについてはリ
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ーダーシップとして私はすばらしいなというふう

に思うところであります。 

  こういうことについて新聞などでも最近出てい

ますから、名前出してもいいんでしょうけれども、

ある県立病院ですね。医師会、蔵王協議会とのや

りとりの中、それから県も含んで非常にうまくい

かないような状態になった、県立病院ですよ、あ

る県立病院ですね。なったりしているわけです。

ああいうのを見たときに、やはり米沢市は頑張っ

てきたんだろうと、そういうことについて今後と

もお世話になれるんだというようなことも市長か

ら今いただきました。やはり国益という話があり

ますが、特に当局、それから院長先生なりも市益

をかけて一生懸命頑張ってほしいなと、市民のた

めに頑張ってほしいなというふうに心から思うわ

けです。 

  最後になりますけれども、この一応お墨つきで

はないですけれども、頑張ってそちらのお医者様

をやるよと言っていただけるような今関係性をつ

くっている中で、私たち市民とか役所、それから

何に努力をして新しい病院を、お医者様に疲弊を

させないようにしていくにはどういうような努力

を、我々としても市民の方にもどういうような協

力を得るべきでしょうか。 

○鳥海隆太議長 渡邊病院事業管理者。 

○渡邊孝男病院事業管理者 非常に重要な御指摘か

と思っております。私どもも山形大学医学部にも、

これからも医師派遣についてお願いをしていくわ

けでありますけれども、それにしても新病院がで

きるときには、市立病院は24時間、365日、救急を

受け入れるということになっておりますので、そ

の救急に本当に必要な患者さんが来ていただけれ

ばありがたい。そこには本当に我が病院も一生懸

命やりますけれども、本来、日中にかかりつけ医

にかかっていただけるような患者さんが救急、夜

間においでになると、その分、医師の負担もふえ

てまいりますので、かかりつけ医をぜひとも持っ

ていただいて、あるいはかかりつけ薬局を持って

いただいて、普通の急病でない場合はできれば日

中に診ていただけるような努力をしていただけれ

ば大変ありがたいと思っております。 

○鳥海隆太議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） 今回の質問は、必ずし

も想定外を想定するものばかりではないですけれ

ども、やはり当局、それから皆さんもそうですけ

れども、少し拡大した目を持って、常に市民の方

をどうやったら守れる。これは今までの経験とか

常識とか、今まではこうじゃなかったとかという

話じゃないというふうにまずは思っていただきた

い。我々議員もそうです。そういうことを提言し

たり、問題意識を持って皆さんと議論をしていく

ということが大切だなということを私も感じなが

ら、皆さんにお伝えして終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○鳥海隆太議長 以上で13番島軒純一議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、消防団の機動力の充実と団員の福祉向上

について外１点、20番井上由紀雄議員。 

  〔２０番井上由紀雄議員登壇〕（拍手） 

○２０番（井上由紀雄議員） おはようございます。

明誠会の井上由紀雄でございます。 

  前議長の次ということですばらしいプレッシャ

ーがかかっていますので、ちょっと上がっていま

すけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  ６月議会では一般質問を行いませんでしたので、

今回が市議会議員となり初めての一般質問になり

ます。これから実りの秋を迎え、「米沢品質」の
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のぼりが一段と力強くはためくものと思われます。

そのはためきに負けないように、そして市民の皆

様の負託に応えられますように邁進してまいりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

  また、一般質問を行うに当たり、諸先輩の議員

の皆様より御指導いただきましたことにお礼を申

し上げますとともに、本日、傍聴席に多くの皆様

においでいただきましたことに感謝申し上げ、質

問に入らせていただきます。 

  初めに、消防団の機動力の充実と団員の福祉向

上についてをお伺いいたします。 

  毎年９月１日は、大正12年９月１日に発生した

関東大震災と暦の上で二百十日に当たるところか

ら防災の日、９月１日を含む８月30日から９月５

日までの７日間を防災週間と定め、政府、地方公

共団体等関係諸機関を初め広く国民が台風、高潮、

津波、地震等の災害についての認識を深め、これ

に対処する心構えを準備するという趣旨で、ふだ

んは忘れがちな防災について改めて考える契機の

日になっています。ぜひ地域防災のかなめである

消防団についても目を向けていただければと思い

ます。 

  また、ことしは８月中旬以降から、九州北部地

方を中心に台風や大雨により甚大な被害が出てお

り、多くの皆様が被災され、御心労いかばかりか

とお察しいたします。心よりお見舞いを申し上げ

ますとともに、少しでも早い復旧・復興がなされ

ることをお祈りいたします。 

  さて、消防組織法第１条では、「消防は、その

施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び

財産を火災から保護するとともに、水火災又は地

震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被

害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を

適切に行うことを任務とする。」とあります。消

防に携わる消防署員や消防団の皆さんは有事の際、

この任務遂行のため昼夜を問わず出動し、消火、

防御、鎮圧、警戒、救助に当たっています。 

  米沢市消防団の分団数は16分団、団員数は913

名、装備は、ポンプ自動車８台、小型動力ポンプ

付積載車が21台、車両に積載していない小型動力

ポンプが84台となっています。 

  御存じのとおり、消防団は地区ごとに、その地

区に住まいする人によって組織されているため、

地区を守ることに対する責任感と結束力は大変強

いものがあります。ただ、消防署隊と比べ装備は

十分ではなく、責任感だけで行動すれば団員みず

からが被災するリスクを常に抱えています。 

  火災等の有事の際は、ヘルメットと防火衣を着

用し、ポンプ自動車や積載車に乗り込み、赤色灯

と前照灯を点灯し、サイレンを吹鳴しながら出動

しますが、車両に積載していない小型動力ポンプ

84台については台車をリヤカーのように引いて出

動するか、団員個人所有の軽トラックに台車から

機材一式を載せかえて前照灯を点灯し、出動しま

す。地区内での火災発生となれば、分団内全ての

部班に出動命令が出ます。団員個人所有の軽トラ

ックでの出動も、焦らず、慌てず、平常心を持っ

て交通規則を遵守し、安全運転を第一に出動しま

すが、一般車両が緊急車両まがいの出動を行うわ

けです。 

  また、台風や集中豪雨で、河川や側溝が氾濫も

しくは氾濫のおそれがある場合も、団員個人所有

の軽トラックに土のうや三角コーン、資材等を載

せ水防団活動を行う場合もあります。加えて、軽

トラックを所有している団員の数も年々減少傾向

にあり、ワンボックスカーに積みかえて出動して

いる団員を見かけたこともございます。 

  このように、消防団や水防団活動に団員個人所

有の軽トラックを使用させざるを得ない状況をい

かがお考えでしょうか。交通災害防止はもとより、

団員の負担軽減と活動しやすい態勢、機動力の充

実や予防消防の活動のためにも、社会の実情に合

わせ、積載車ではなく軽トラック資機材運搬車を

導入できないか、お伺いいたします。 

  消防団員は、生業を持ちながら、みずからの地

区はみずからで守るという崇高な郷土愛護の精神
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に基づき消防活動を行う権限と責任を有する非常

勤公務員です。私が分団長を拝命していた時分、

分団幹部に、勤めに行くときも自家用車にははっ

ぴとヘルメットと長靴を常につけておくように、

また就寝中も携帯電話は枕元に置き、有事にすぐ

対応できるようにお願いしていました。今もそれ

は変わらず続いていると思います。 

  そのような中にあって、一般団員の報酬は年１

万7,000円、１回の出動手当が1,500円です。山形

県の最低賃金が１時間当たり763円なので、最低賃

金から逆算すると、出動時間はおおむね２時間半

になります。自宅にいた場合を想定して、火災発

生の報告と出動命令が出、身支度をしてポンプ庫

に集合し出動、現地に水利部署し、消火活動、そ

して任務が完了したら撤収作業、人員・機械器具

の点検を行い、ポンプ庫に帰庫します。そして、

ぬれたホースを乾かしてから解散、帰宅します。

この一連の行動を２時間半で行わなくてはならな

いことになります。 

  今年の５月13日に発生しました大字三沢の山林

火災は、消防団の皆さんは早朝から夕方までの間、

消火活動を行っていました。それでも１回の出動

です。仕事を休んでの出動や、深夜・未明の出動

も当然あります。ポンプ自動車や積載車は、有事、

給油、広報など、出動する際に無線で出動する旨

の報告を入れ、任務完了の際もポンプ庫に帰庫し

たことを報告しますが、消防団の皆さんが有事で

出動した際、出動から帰庫までの平均時間はおお

むね何時間くらいになるでしょうか、お伺いいた

します。 

  また、出動手当は近隣の市町村の消防団と比較

してどのような状態でしょうか。現状に合った出

動手当を支給できないか、お伺いいたします。 

  続きまして、大項目２、廃校を迎える小中学校

の再利用についてをお伺いいたします。 

  令和19年度までに米沢市立学校適正規模・適正

配置等基本計画により、小中学校の統廃合が進め

られます。既に南原中学校は第二中学校に統合さ

れ、令和３年４月には、関小学校が南原小学校へ、

関根小学校が松川小学校へ統合になり、南原中学

校、関小学校、関根小学校は廃校を迎えます。ま

た、休校を除いた小中学校は既に耐震補強工事を

終えており、文部科学省も「みんなの廃校プロジ

ェクト」を立ち上げ、廃校の積極的利活用を推進

しておりますが、廃校を迎える地域から校舎の再

利用についての要望を受け、本市としての再利用

計画は立てておられるのでしょうか、お伺いいた

します。 

  県内では大江町が、平成27年に宿泊型の自然・

文化体験施設「山里交流館やまさぁーべ」を廃校

になった旧七軒西小学校を改築し、町内外の小学

生から高校生を対象に、「山の中の小学校に泊ま

っていろいろなプログラムを体験して、田舎の自

然と文化を満喫しよう」と、１年を通じての事業

を特定非営利活動法人さわらび会が指定管理者と

して運営を行っております。 

  また、隣の高畠町では、屋内遊戯場「もっくる」

が旧高畠四中の体育館を改築し７月にオープンし

ました。早々お邪魔したのですが、施設内を見学

することはできませんでした。しかし、日曜日と

いうこともあり、そして何より、町以外の方々も

利用できるとあって、駐車場は満車の状態でした。

多くの子育て世代の方々が待ち望んでいたのだな

と実感してきましたし、建物の外観もきれいに改

装されており、新築と見劣りするようなこともあ

りませんでした。 

  当市においても、幼児のための屋内遊戯施設の

要望が強く、議会でも再三取り上げられ、まちづ

くり総合計画第３期実施計画で実行していく旨を

述べられていますが、いち早く、子育て世代の皆

様の要望にお応えするために、廃校になった体育

館を屋内遊戯施設に改装し、校舎の保健室、職員

室、集会室等は、保護者同士の交流の場や、子育

てについての相談や情報交換ができる子育て支援

センターやファミリー・サポート・センターとし

て利用し、各教室は地域の方々やボランティアに
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よるさまざまなイベントなどに活用できるように

すれば、新たに屋内遊戯施設を建設する費用の削

減と廃校の有効利用並びに地域の活性化にもつな

がると思いますが、いかがでしょうか。 

  令和３年に廃校を迎える関根小学校は、耐震工

事で３階建ての校舎を２階に減築し、使い勝手も

よいように思われます。屋内遊戯施設として関根

小学校を再利用するお考えはないか、お伺いいた

します。 

  以上で壇上よりの質問といたします。ありがと

うございました。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、１の消防団の

機動力の充実と団員の福祉向上についてお答えい

たします。 

  米沢市消防団は、平成31年４月１日現在、団長

を初め913名の団員にて活動いただいているとこ

ろであります。 

  消防団員は近年、全国的に減少傾向にあり、就

労形態としては企業に勤める団員がほとんどであ

り、サラリーマン化が進み、農業などを自営とし

て営んでいる方が少ない状況であり、周辺地区に

よっては、若者が少なくなり、新入団希望者がい

ないなど、本市においても団員数が条例定数に満

たない状況が続いております。 

  国においては、大規模災害に備え、装備の改善、

消防団員の確保等を進め、地域防災力の充実強化

を図るため、消防団を中核とした地域防災力の充

実強化に関する法律により、消防団を取り巻く環

境の大幅な改善を目指していることから、施設整

備、活動用資機材などの装備についても充実を図

るための見直しが行われております。 

  消防団の施設整備、活動用資機材等の装備につ

きましては、老朽化した小型動力ポンプ庫の建て

かえ、小型動力ポンプの更新、資機材においては

団員の頭部を保護するため、安全帽・防火帽と言

われるヘルメットの更新、大規模水害を想定して

ライフジャケットの購入を行っております。 

  資機材搬入用軽トラックの導入についてであり

ますが、現在、米沢市消防団に配備されているも

のは、小型動力ポンプ84台、車両につきましては、

消防団本部広報車が１台、消防ポンプ自動車８台、

普通積載車が21台であります。 

  昨今、自宅に軽トラックを所有されている団員

が少なくなってきている状況であり、火災出動時

に軽トラックを借りることも難しくなってきてい

る状況も把握しており、小型動力ポンプを運搬す

る軽トラックにつきましては、消防団活動を円滑

に行うための課題となっております。また、他市

においても導入されていると承知しております。 

  米沢市消防団の見直しについては、各分団長へ

のアンケート調査を実施し、内容について聞き取

りを行ったところ、団員のサラリーマン化が進み、

消防団への入団、消防団活動参加率が市内各地区

によって大きな違いが見られる状態が生じている

こと、また施設整備のアンケート項目においては、

団員の装備品の充実、老朽化している消防ポンプ

庫の建てかえや、資機材運搬用軽トラック配備な

どの要望がありましたので、消防団組織全体の見

直しを念頭に置きながら消防団本部と協議をし、

団員の少ない班の消防ポンプ庫などについては、

統廃合などを含め、総合的な消防施設整備を検討

し、その中で軽トラックの配備についても取り組

んでいきたいと考えております。 

  次に、現状に合った出動手当の支給をについて

でありますが、本市では、平成27年度に消防団員

の処遇改善のため、出動手当の増額を行っており、

火災・風水害などで出動し、従事した場合は１回

につき1,500円、訓練・警戒及び防火査察に従事し

た場合は１日につき1,000円、その他広報活動等に

ついては１日につき1,000円を各分団から報告さ

れる実績に基づき支給しております。 

  県内12市、置賜管内の市町の出動手当の状況で

ありますが、国の地方交付税算定基準では、出動

に際し１回につき7,000円となっておりますが、山
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形市が最も高く、１回につき3,500円であり、置賜

管内では、南陽市、高畠町が年額でございますが

4,000円、川西町が１回につき1,000円になってお

り、県内の市町と比べましても米沢市が低い出動

手当とはなっていない状況であります。 

  また、火災における出動所要時間についてであ

りますが、出動時間の集計等を行っておりません

が、建物火災であれば出動から帰庫までの所要時

間は平均いたしますとおおむね３時間程度と思わ

れます。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、廃校を迎える小中

学校の施設の利活用についてお答えいたします。 

  本市では、廃校後の学校施設を含めた市の施設

の基本的な取り扱いにつきましては、施設の劣化

状況や維持管理に要する将来的な見通しなどを踏

まえながら、平成29年３月に策定いたしました米

沢市公共施設等総合管理計画でお示ししている保

有総量の適正化と維持管理、運営効率の適正化の

考え方に基づいて判断していくこととしており、

利活用する場合は市全体で検討する必要がござい

ます。 

  一方で、小中学校については地域とのかかわり

も深いことから、地元の方々からの御意見も伺い

ながら利活用の検討をしていく必要があるものと

考えております。 

  現在のところ、本市としまして廃校後の学校施

設の利活用計画は策定をしておりませんが、今後

の統廃合を見据えて基本的な考え方を取りまとめ

てまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、関根小学校を

屋内遊戯施設として利活用することについてお答

えいたします。 

  屋内遊戯施設につきましては、子育て世代の

方々から多くの御意見、御要望をいただいており、

それらをできる限り反映できることが望ましいと

考えております。 

  先ほど教育長の答弁にもありましたように、本

市における廃校後の学校施設の基本的な取り扱い

については、施設の劣化状況や維持管理に要する

将来的な見通しなどを踏まえながら、総合的に判

断していくこととなります。 

  既存の学校施設を利用する場合においては、施

設の面積や駐車場の広さ、立地などを総合的に勘

案して慎重に進めていきたいというふうに考えて

おります。以上であります。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 地域内で火災発生の

出動命令が出れば、ポンプ車、積載車は無論、団

員個人所有の軽トラックが使用可能な班は小型可

搬ポンプを載せかえて出動します。その際、先ほ

ども申し上げたんですけれども、団員所有の軽ト

ラックが物損事故や損害を受けた場合はどのよう

に対応していただけるのかお伺いしたいと思いま

す。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 団員が出動の際に、小型

動力ポンプ、資機材の運搬を行うために団員所有

の軽トラックを使用する場合、交通事故に遭う場

合もございます。 

  そういったことで本市では、山形県消防補償等

組合、消防団員等公務災害補償等共済基金に加入

しておりまして、団員が広報活動、訓練、災害出

動の際に使用した車両、これは自家用車とか軽ト

ラックの場合でございますが、会社等の出発地点

から終点までの間に交通事故に遭った場合、自動

車等損害見舞金支給事業におきまして車両修理費

用に対して３万円から10万円までの見舞金が支給

されることになっております。以上でございます。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 自動車等損害見舞金、
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３万円から10万円支給されるということなんです

けれども、修理に出している間、修理が完了する

までの代車等の代金等については補償はなされて

いるんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 この見舞金につきまして

は、レッカー代とか代車代、消耗品等の諸経費は

修理費から除いてという形になっております。以

上のことから、消防団員が交通事故等に遭った場

合、団員本人が加入されている保険で対応するこ

ととなります。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） そうなると、精神的

にも物質的にも団員個人に負担を強いるわけです

が、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 現在の制度では保険適用、

そういったものについて個人が加入している保険

を使うしかないという状況ですので、非常に団員

の方には申しわけないところでございます。今後

こういったことに対応できるような保険等がある

のかどうかについても研究してまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 団員の方がすごく大

変ですし、消防団員もだんだんと減っていくよう

な状況になるのではないのかなというような考え

を持ちます。後ほどもう一度これに触れさせてい

ただきますけれども、さて、分団の再編成も含め

たアンケート調査で、資機材運搬車のような車両

の配備も盛り込まれていたということだったんで

すけれども、実際84台の小型可搬ポンプがござい

ますけれども、それ全てについての検討がなされ

るということでしょうか。 

○鳥海隆太議長 市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 まずはポンプ庫の数とか、

そういったところ全体を見直していくということ

が前提になります。その上で、必要な消防ポンプ

等を運ぶ軽トラックの配置についてもその後検討

していくという予定でございます。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 自分が考えているこ

となんですけれども、車両に積載していない小型

可搬ポンプ84台全てを軽トラック資材運搬車にか

えてほしいと言っているわけではなくて、分団内

で班員の確保が困難な班の隣接の班に配置すると

か、要所要所に配置していただければ先ほどの交

通安全対策や機動力の充実と団員の負担軽減を十

分に実現できると思いますので、ぜひ再度御検討

いただけないかお伺いしたいと思います。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 軽トラックの配置を考え

る際は、それぞれ分団の状況などを十分配慮しな

がら検討していくことになるかと思います。 

  このたびの分団長へのアンケートの中でも、軽

トラックの必要性を要望されている分団と、そち

らについて特に記入とかなさっていないところも

ございますので、それぞれ十分、分団の状況をお

聞きしながら検討するということになります。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） それでは、次に進ま

せていただきます。 

  先ほど、出動した際から帰庫した際までおおむ

ね３時間くらいということだったんですけれども、

そして各市町、山形市を含めてですけれども、出

動手当が1,000円から、高畠町では年額4,000円と

いうことで、山形市が１回につき3,500円というこ

とで、相当ばらつきがございます。 

  出動の平均時間についてですが、出動から帰庫

まで、先ほども申し上げましたが、身支度をして

ポンプ庫に集合して出動、一連の活動を行い、撤

収作業と人員・機械器具の点検を行い、ポンプ庫

に帰庫してぬれたホースを干してから帰宅する。

自分の活動、前、消防団を拝命していたときも大

体３時間から４時間は要していたと思っています。 

  また、地元では、現場にもよりますが、鎮火の
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間、消火終わってから半日程度の警戒活動が続き

ます。それでもやっぱり１回の出動ということに

なります。先ほども申しましたけれども、３時間

に最低賃金の763円を掛けても2,289円にしかなら

ない。１回の出動で2,500円を切るわけです。危険

な公務としては低過ぎるのではないでしょうか。 

  また、交付税、先ほど7,000円というお話がござ

いました。交付税単価と出動手当の1,500円の差額

についてですが、これはどのように使われている

のでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 普通地方交付税で算入さ

れております非常備消防費につきましては、人口

10万人、分団数15分団、団員数で583名を標準団体

としております。先ほど御説明いたしましたが、

本市の状況と異なる部分がございます。そういっ

たことで一概に言えるものではございませんけれ

ども、金額が大きく異なるものとしては先ほどの

出動手当、その他、団員被服費、安全確保装備、

それから消防補償等組合負担金などいろいろござ

います。 

  交付税算定基準額と出動手当の差ということで

ございますが、一般財源に全て組み込まれており

ますので、どこにということで限定はできないと

ころでございます。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 消防団活動は常に緊

張の連続です。また、先ほども申し上げたんです

けれども、活動内容につきましては、広報活動、

訓練、講習、あと防御、鎮圧、救助などの有事活

動に分かれます。そのように多岐にわたるわけな

んですけれども、できれば広報・訓練・有事の３

つの活動に分けていただいて、手当の額も実情に

合わせた出動手当を支給していただければなと思

います。例えば広報については従来どおりの1,000

円、それから訓練等についてはおおむね半日拘束

されますので2,000円とか、あと有事の際は、先ほ

ど３時間で二千何がしの金額を出したわけなので、

おおむね3,000円とかにしていただければ、支給で

きないかお伺いしたいのですが、お願いします。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 消防団員の処遇につきま

しては、先ほどから御説明しておりますが、組織

全体の見直しを行うことによりまして、他市町の

動向なども参考にしながら、将来的に改善の検討

が必要だというふうに考えておりますが、出動手

当につきましては、賃金的な意味合いではなく旅

費の費用弁償のようなものでもありますので、そ

のあたりも慎重に検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） ぜひ御検討をお願い

いたします。 

  次に、やまがた消防団応援事業についてお聞き

したいと思います。 

  消防団が買い物や食事をしたときに優遇を受け

られるものですが、団員の認知度と米沢市の登録

店舗等がわかれば教えていただければと思います。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 やまがた消防団応援事業

につきましては、今議員がおっしゃいましたとお

り、消防団員を応援する店舗、事業所などに登録

していただいて、それぞれ特典やサービスなどを

提供していただくことによりまして、県内の消防

団員の確保及び拡充を図って地域防災力の充実強

化に資するというものでありますけれども、県内

ではことし２月現在になりますが、384の事業所に

登録していただいておりまして、うち本市では10

の事業所に登録いただいているということであり

ます。 

  ただ、登録数では非常に少ない状況であります

ので、今後ＰＲ等周知を図って登録事業所数をふ

やしていきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 先ほど軽トラック修

理のこともお聞きしましたが、やまがた消防団応
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援事業の登録企業に自動車整備工場とか自動車販

売店等の参加はなされているのでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 米沢市内での10の事業所

には残念ながら入っていないところでございます。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） これらを充実してい

ただくことも、団員の福祉向上にもつながると思

いますので、取り扱い店舗の拡充、そして消防団

員カード、これ必要だということもお聞きしたん

で、この申請の簡素化も含めて対応策があればお

聞かせください。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 団員のカードを皆様に配

付しているかと思うんですが、やはり利用できな

いとなかなかその効果は発揮できないということ

で、先ほど申し上げましたように県が中心になっ

てやっている事業でございますが、米沢市のほう

でも登録事業所がふえるようにさまざまなＰＲ等

を図って、登録事業所数をふやしていきたいとい

うふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） よろしくお願いいた

します。 

  続きまして、廃校を迎える小中学校についてお

聞きしたいと思います。 

  関根小学校は、先ほど屋内遊戯施設として再利

用をするお考えはないかということをお聞きした

わけなんですけれども、関根小学校は自然の環境

にも恵まれておりますし、緑の山上、敬師の里と

して、さまざまな行事も行っております。ＪＲ関

根駅から徒歩５分ぐらいですし、自動車では八幡

原インター、国道13号から10分もあれば到着でき

るような環境にあります。それらも踏まえまして、

再利用を御検討できないかもう一度お伺いしたい

と思います。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 先ほどの答弁と繰り返し

になりますけれども、まだ本市としてどのような

施設の利用ということについては考えていないと

ころであります。 

  公共施設を将来的には20％削減をしていくとい

うような目標の中で、残していく施設とあと廃止

をしていく施設というふうなことの振り分けが必

要でありますし、活用する場合には、先ほども申

し上げましたが、地域の方々とさまざま意見交換

をしながら利活用についての検討をしていく必要

があると思いますので、今後そういった取り組み

についても考えていきたいというふうに考えてお

ります。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 令和３年、もう少し

で廃校を迎えるわけなので、よろしくお願いした

いと思います。 

  発言通告書のほうにはなかったんですけれども、

ただいまは３校、３つの学校についてお伺いいた

しました。これから中学校４校、それから小学校

が10校、廃校を迎えるわけです。合わせて14校、

20年の間になくなるわけです。米沢市公共施設等

総合管理計画の中でもこれらの学校についてうた

っているわけですけれども、この14校について、

全て取り壊すのか、それとも再利用をして存続さ

せるのかというのを、計画をいつごろから御協議

いただくのかというのをちょっとお聞きして、質

問を終わらせていただきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 全庁的な取り組みという

ことになりますので、教育委員会だけではなくて

市長部局との協議、全庁的に協議をしていく必要

がございます。 

  総合管理計画の中で、保有総量については20％

削減していくというような目標にしております。

市の施設の全体の中で、学校教育施設の占める割

合というのはほぼ50％弱というような大きな割合

を占めておりますので、この目標を達成していく

ためには、やはり学校施設については取り壊して
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いく部分というのは当然必要なんだろうというふ

うに考えておりますが、先ほども申し上げました

ように、残すべきものと取り壊すべきものについ

て全庁的な検討をしていく必要がありますので、

今後早急にそういった検討をしていきたいという

ふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 以上で20番井上由紀雄議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５３分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ０時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、たばこが健康に与える害について外２点、

10番堤郁雄議員。 

  〔１０番堤 郁雄議員登壇〕（拍手） 

○１０番（堤 郁雄議員） 櫻田門の堤郁雄です。 

  本日は大変足元のお悪い中、傍聴にお越しいた

だきました皆さんには大変感謝申し上げます。 

  それでは、早速質問に入らせていただきます。 

  私からは、大きく以下の３点について質問いた

します。 

  まず、１点目は、たばこが健康に与える害につ

いての質問です。２点目は、市街地の空き家の積

極的な利用について。３点目は、交通弱者対策に

ついてであります。 

  まず、１点目のたばこが健康に与える害につい

てでありますが、たばこを今吸っていらっしゃる

方にとりましては大変耳の痛い話になるかと思い

ますので、御了承いただきたいというふうに思い

ます。 

  たばこの害につきましては、厚生労働省、それ

から医療機関、医療従事者、研究者、そしてＷＨ

Ｏ（世界保健機関）も健康に害があるということ

を認めて、禁煙のための運動を展開しております。 

  たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約、

これは我が国においても2004年に署名、批准し、

2005年に発効いたしました。これにより、公共の

場所においてたばこの煙にさらされることから保

護を定める効果的な措置をとる義務が課されまし

た。いわゆる受動喫煙の防止です。 

  たばこが肺がんのリスクを高めることは認識し

ておられる方も多いと思いますが、がんだけでな

く、心臓病や脳卒中も引き起こすおそれがあるこ

とも御存じでしょうか。たばこの煙にはニコチン

やタールのほかに、一酸化炭素やさまざまな種類

の化学物質が含まれています。その数は7,000種類

を超えると言われています。最近は、ニコチンや

タールの量を抑えたたばこや煙の出ないいわゆる

加熱するタイプのたばこが発売されていますが、

それらにもたくさんの化学物質が含まれているの

は同じです。 

  さらに、ニコチンには依存性があるので、やめ

ようと思っても、自分の意志ではやめられないこ

とが多いです。麻薬と同等の依存性があると言わ

れています。 

  たばこは、百害あって一利なしだと思いますが、

健康長寿日本一を目指す本市として、たばこの健

康に与える害についての認識についてお尋ねいた

します。 

  本市は今、健康長寿を目指すための条例を制定

しようとしていますが、健康長寿を目指すために

一番重要と考えるものは何でしょうか。食べ物や

運動やさまざまなものがあると思いますが、限ら

れた予算の中では、できること、できないことが

あると思います。その中で本市が重要と考えるの

は何なのかお答えください。 

  次に、病気になってからは病院に行ったり薬を

飲んだりといったことが大切なことになりますが、

病気にならないようにすること、予防医学がより

重要だと思います。本市が現在取り組んでいるよ

うなことは何か答えてください。 
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  ２項目めの質問に入ります。市街地の空き家の

積極活用についてです。 

  本市の人口は、毎年1,000人も減っています。８

万人を切るのももう時間の問題と言えます。今、

本市で把握している空き家の量も1,000軒以上に

なると聞いています。空き家バンクもできて、活

用の一助になっているとは思いますが、活用され

ず取り壊される建物も多いのではないかと推測し

ます。というのも、最近、町なかの空き地がふえ

ていると思うからです。固定資産税などの問題も

あろうかと思いますが、虫食いのように空き地が

ふえていくのは、まち全体が活力を失っていくよ

うで大変残念な気持ちがいたします。 

  そこで、町なかの空き店舗などをもっと活用し

てもらうために、それらを活用した新店舗の開店

や創業した人を補助する仕組みが必要と考えます。

現在の補助制度や今後補助していく施策などがあ

ればお答えください。 

  現在、本市では、公共施設等総合管理計画で、

現在の公共施設の総床面積を減らす計画をしてい

ますが、ただ減らすだけではなく、町なかの活性

化にも寄与すべきだと考えます。そこで、老朽化

した市営住宅に住んでいらっしゃる方に同意を得

た上で、町なかの住宅に移転してもらったらどう

でしょうか。といっても、町なかに市営住宅を建

てるのは予算の関係からも現実的ではありません。

そこで町なかの空き家を安く譲ってもらうか借り

上げをして、内部を住むのに支障のないようにリ

フォームしてはどうでしょうか。そうすることに

よって、１点、移転してもらった後の市営住宅は

取り壊すということになれば、公共施設の総面積

を減らすことができる。２点、空き家の持ち主は、

空き家が活用できてありがたい。３点、移転した

方も、町なかの歩いて買い物できるような利便性

のある環境を手に入れられる。４点、本市として

も町なかの活性化に寄与でき、空き家を減らすこ

とができるという、一石三鳥、四鳥も得な施策に

なると考えますが、当局の考えをお聞きいたしま

す。 

  続いて３項目めになりますが、交通弱者対策に

ついてです。 

  現在、運転免許証の返納者に、１回だけ6,000

円分のタクシー券やバスの補助券を贈っています

けれども、人によってはタクシーもバスも利用し

たいという人もいますので、両方の共通の補助券

であればもっと利用しやすくなると思いますが、

お考えをお聞きいたします。 

  次に、免許返納者に一度だけではなくて、毎月

1,000円分ぐらいの補助をできないかお聞きいた

します。高齢者になっても、車を運転できなけれ

ば生活できないのが本市の現状です。免許を返納

したくてもできないという方もたくさんいます。

毎月1,000円でも補助してもらえれば返納する人

もふえるかと思います。それによって高齢者の交

通事故が減れば家族も安心できると思います。当

局の考えをお聞きいたします。 

  次に、本市の交通機関は、民間会社のバスとか

市民バス、循環路線や南回り路線、デマンドタク

シーなどさまざまありますけれども、それらを自

由に乗り継げる共通券というものがありません。

一部、乗るパスなどは共通して使える路線はある

ようですが、全ての公共交通機関が同じ回数券で

使えるようにはならないでしょうか。共通の回数

券があれば、市民にとっても観光で訪れた人にも

利便性が高いと思われます。当局のお考えをお聞

きいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 初めに、たばこが健康に

与える害についてどのように認識しているかをお

答えいたします。 

  喫煙は、肺がんを初めとして食道がん、胃がん

など多くのがん、脳卒中や虚血性心疾患などの循

環器疾患、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患、

歯周病など多くの病気と関係しており、厚生労働
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省の資料によると、予防できる最大の死亡原因で

あることがわかっております。また、低出生体重

児や流・早産など、妊娠に関連した異常の危険因

子でもあります。 

  さらに、たばこの有害物質は、喫煙者が吸い込

む煙よりも、たばこから立ち上がる煙、いわゆる

副流煙のほうに多く含まれており、たばこを吸わ

ない人がこの煙を吸ってしまう受動喫煙は、喫煙

者と同様に肺がんや虚血性心疾患、脳卒中、小児

のぜんそくの悪化や乳児突然死症候群の原因とな

り、たばこを吸うことは、本人だけではなく、吸

わない周りの人にも健康被害を引き起こすことと

なります。 

  また、受動喫煙には三次喫煙、サードハンドス

モークもあり、喫煙によって発生した煙はカーテ

ンや壁紙、衣服や子供の玩具、自動車の内装、エ

アコンシステムの表面に付着した後、徐々に空気

中に再遊離します。たばこの煙のない環境でも、

においがわずかに残っていると、受動喫煙と同様

にたばこ本来の有害物質にさらされていることに

なることも認識しております。 

  次に、健康長寿を目指すために大切だと考えて

いることについてお答えいたします。 

  本市が目指す健康長寿のまちづくりとは、体と

心の健康はもちろんのこと、幅広い施策において

市民の健康増進に寄与することに視点を置き、健

康づくりの取り組みを行おうとするものでありま

す。 

  とりわけ、体の健康については、平成26年版厚

生労働白書によりますと、主要な死亡原因である

がんや循環器疾患への対策に加え、重大な合併症

を引き起こすおそれのある糖尿病や慢性閉塞性肺

疾患への対策が健康寿命の延伸を図る上での重要

な課題とされております。そのためには、定期的

な健康診査の受診等により自分の健康状態を把握

しながら、継続した健康づくりの実践が重要とな

ります。 

  具体的には、バランスのとれた食生活、適度な

運動、適切な休養、歯の健康への意識、禁煙など

の日常生活の見直し、健康的な生活を継続するこ

とで、がんや循環器疾患、糖尿病などの生活習慣

病の予防につながり、高齢になっても自立して日

常生活を送ることのできる期間を延ばすことが期

待されます。 

  これらのことから、一つの取り組みに特化する

ことなく、健康づくりの取り組みを並行して推進

していくことが重要であると考えております。 

  本市のたばこ対策に対する取り組みについてお

答えいたします。 

  本市では、広報や市政情報モニター、地区の健

康教室等で、望まない受動喫煙の防止や禁煙につ

いての情報提供を行っております。また、健診結

果説明会では、喫煙がもたらす健康への影響を説

明し、禁煙を希望されている方には病院や診療所

の禁煙外来についての情報を提供しながら受診勧

奨を行ったり、母子健康手帳交付時や新生児訪問、

乳幼児健診などで家族を含めた喫煙状態を確認し

ながら、たばこの煙から子供を守るための指導・

啓発を行っております。 

  平成30年７月に公布された改正健康増進法にお

いて、望まない受動喫煙を防止するために、施設

の類型・場所ごとに対策を規定し、推進すること

とされました。 

  法改正により、令和元年７月１日から行政機関

や学校、病院等の第一種施設は、原則敷地内禁煙

となり、さらに令和２年４月１日から、第一種施

設以外での多数の者が利用する施設の第二種施設

では、原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は

喫煙専用室等の設置が必要とされております。こ

の第二種施設には公共性の高い施設も含まれ、本

市が管理権原者となるコミュニティセンターや体

育館等の運動施設などの該当施設では全て屋内禁

煙になっておりますが、平成30年12月25日に公布

されました山形県受動喫煙防止条例では「喫煙専

用室及び指定たばこ専用の喫煙室を定めないよう

に努めるものとする」と、さらに踏み込んだ内容
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になっており、本市といたしましても、今までの

受動喫煙防止対策が後退することのないよう、関

係部署に働きかけを行っております。 

  受動喫煙防止対策は、健康長寿日本一を掲げる

本市にとりまして大変重要な健康課題の一つと捉

え、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫

煙の健康への悪影響に関する知識、喫煙マナーの

普及啓発など、望まない受動喫煙を生じさせるこ

とのない地域づくりを山形県とともに連携して積

極的に推進してまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、２番の市街地の空

き家の積極活用についてのうち、（１）の空き店

舗の活用、新規出店、創業などにもっと補助すべ

きではないかについてお答えいたします。 

  まず、商店街におきまして空き店舗が増加して

いくと、商店街全体の魅力が大きく損なわれ、さ

らには、商店街自体の集客力の低下、衰退につな

がることが懸念されております。 

  また、商店街は、地域の暮らしを支える生活基

盤としてだけではなく、地域のコミュニティ機能

も担っていることから、空き店舗の利活用を促進

することは、地域経済を支える上で重要な施策だ

と考えております。 

  このような中、本市としましては、空き店舗の

利活用の促進につながる創業支援事業を推進して

おり、当該事業として本市に創業相談窓口を設置

しているほか、米沢商工会議所や金融機関など12

の機関と連携しながら、新規創業を希望される方

の相談に応じております。 

  また、特定創業支援事業として、経営、財務、

人材育成、販路開拓などの知識を習得してもらう

ため、「創業塾」を前期・後期それぞれ５回コー

スとして開催しており、平成30年度におきまして

は、前期・後期ともに受講者それぞれ10名の参加

をいただきました。 

  このほかにも、商業活性化拠点整備事業として、

昨年度は空き店舗活用セミナーの開催、今年度に

おきましては新たにチャレンジショップ事業を実

施し、新規出店者の育成、経営支援等を行うこと

により空き店舗の解消を図り、商店街のにぎわい

づくりに努めております。 

  なお、今年度から実施したチャレンジショップ

事業は、市内商店街の空き店舗等への本格出店に

向けた実践的な経営能力の習得や消費者の反応を

じかに体験できる試験開店等の機会を提供する事

業であり、市内における創業希望者の発掘と育成

を促進し、さらには空き店舗物件の情報提供など、

多面的な支援により、将来的には商店街全体の活

性化につながっていくと考えております。 

  また、一方で、金銭的な支援策としては、本市

において新たに創業する際に係る事業資金の一部

に対して、米沢市創業支援事業費補助金による支

援を行っており、具体的には、事業を営んでいな

い個人が本市において創業する際に、その補助対

象経費に対して、40歳以下の方は上限額50万円、

40歳を超える方については上限額30万円、補助率

はともに２分の１として支援をしております。 

  加えて、今年度からは、市外から移住をして創

業される方に対する補助金の上限額を増額するな

どして、移住創業者に対する新たな支援も実施し

ております。これらの支援の成果として、実際に

創業支援事業費補助金を活用して創業された方の

推移は年々増加傾向にあり、うち、空き店舗を活

用された方は４割に上ります。 

  また、米沢市商工業地域活性化支援事業におけ

る空き店舗活用事業で、中心市街地にある空き店

舗を活用して行う事業に対し、上限30万円の補助

メニューも準備しているところです。 

  本市としましては、引き続き市内での創業を促

進していくとともに、支援制度の充実及び周知に

努めながら、空き店舗の減少を図っていきたいと

考えております。 

  私からは以上です。 
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○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、２の市街地の空き

家の積極活用についてのうち、（２）の老朽化し

た市営住宅から町なかの空き家に移動してもらう

のはどうかについてお答えいたします。 

  空き家積極活用の現在取り組んでいる施策につ

きましては、平成27年度より実施しております米

沢市空き家利活用支援事業を本年度拡充し、居住

を目的に空き家を購入される方を初め、空き家を

利活用するために家財を片づける方や隣接地を取

得する方に対し補助制度を実施しております。ま

た、昨年11月に開設しました空き家・空き地バン

クを通し、市場で流通が困難な物件に対しての利

活用の促進も図っているところであります。 

  次年度以降については、現在、策定中の立地適

正化計画において居住誘導区域を設定する予定で

ありますので、その区域への居住等の誘導には空

き家の利活用も重要な要素となることから、立地

適正化計画との整合性を図りながら、市街地の空

き家の利活用に資する補助制度や取り組みを検討

していきたいと考えているところであります。 

  また、市営住宅につきましては、お話があった

ように、米沢市公共施設等総合管理計画に基づき

適正戸数を検討し、保有総量の削減を図るため、

順次、用途廃止を進めているところであり、用途

廃止予定団地にお住まいの入居者につきましては、

御希望をお聞きしながら、ほかの市営住宅に移転

していただくなどの対応をとっているところであ

ります。 

  御提案のありました老朽化した市営住宅入居者

の町なかの空き家への移動についてでありますが、

高齢者や低所得者などの住宅確保要配慮者に対し、

賃貸住宅として登録した住宅への入居支援を行う

住宅セーフティネット制度の導入を現在検討して

おり、この制度を活用することで市営住宅から町

なかの空き家へ移動という選択肢もふえるのでは

ないかと推測されますので、状況を見ていきたい

と考えているところであります。住宅セーフティ

ネット制度の導入の検討に当たっては、御質問の

趣旨でもあります町なかへの誘導という点でも視

野に入れていきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、３の交通弱者

対策についてのうち、（１）と（２）についてお

答えいたします。 

  初めに、（１）運転免許自主返納者に補助して

いる6,000円の補助を、タクシー券とバス券の共通

券にできないかとの御質問でありますが、本市で

は高齢運転者による交通事故を減らすため、自動

車等の運転に不安を有する高齢者や、家族から運

転免許の返納を勧められている高齢者等が運転免

許証を返納しやすい環境整備に向けた取り組みと

して、65歳以上の運転免許自主返納者にバスやタ

クシーの乗車券等を交付しております。具体的に

は、平成29年度から市民バスの回数乗車券と乗り

合いタクシーの回数乗車券を、平成30年度からは

さらに山形県タクシー共通乗車券と山交バス回数

券を追加して、計４種類から希望されるものを交

付しているところです。 

  これらの乗車券等はそれぞれの事業者から本市

が購入し、運転免許自主返納者の希望に沿った券

種をお渡ししており、上限である合計6,000円以内

であれば複数の種類の乗車券等の組み合わせも可

能としております。実際、昨年度、複数種類の組

み合わせで８件交付しております。 

  今後においても、複数種類の乗車券等の組み合

わせが可能である旨の周知とともに、窓口での説

明をしっかり行うよう、より丁寧な窓口対応に努

めてまいりたいと考えております。 

  次に、運転免許自主返納者に一度限りではなく、

月に1,000円程度の補助をできないかとの御質問

についてお答えいたします。 

  高齢者運転免許自主返納支援事業につきまして
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は、高齢運転者による交通事故防止のための取り

組みとして実施しているものです。公共交通機関

が充実している大都市と比べ、本市においては自

家用車を利用する移動が便利であり、運転免許と

マイカーに依存する割合が高いことは認識してお

り、議員御提案の運転免許の自主返納者に対して

月1,000円程度の補助を行うことで運転免許自主

返納の意欲がより高まるものと考えます。 

  しかし、継続的な支援を行う場合は、一方でそ

もそも運転免許を持っていない方や、運転免許の

有効期限の到来により自主的に更新せず運転免許

を失効した方との公平性の面などから課題があり、

交通安全対策である高齢者運転免許自主返納支援

事業で継続的に補助を行うことは難しいと考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、３の（３）バ

ス・タクシー・乗り合いタクシーの共通券はでき

ないかについてお答えいたします。 

  議員お述べのとおり、市内の公共交通機関で使

用できる共通券があれば、高齢者などの利用者の

利便性向上につながるものと認識しております。 

  現在、バス・タクシー・乗り合いタクシーで使

用できる共通券はありませんが、複数の交通機関

で使用いただける乗車券としましては、御質問の

中にもありましたが、市内を運行する路線バスに

１日フリーで乗降可能な企画乗車券、乗るパスが

あります。この乗るパスは、市民バス市街地循環

路線・南回り路線・万世線の全区間と民間バス路

線の一定市街地区間で利用することができますが、

冬期間は発行されておりません。 

  このほか、共通券ではないものの、現金のかわ

りに使用できるものとして、バスにつきましては

市民バス・民間バス路線それぞれに定期券や回数

券を設定しており、市内のタクシーでは500円分の

チケットを購入できる乗車券がありますが、割引

サービスはないようであります。このように、各

交通事業者で販売する券の種類によって利用内容

や割引サービス内容などが異なっているのが現状

であります。 

  このような中で共通券の仕組みを構築するには、

全ての事業者に賛同いただいた上で、割引サービ

ス内容や運行形態の違いを考慮した精算方法、共

通の事務処理システムなどを構築する必要があり、

各事業者においては多額の費用負担などが伴いま

すので、現状では今すぐ導入できることは難しい

と考えておりますが、各事業者が連携して提供で

きるサービスなどがないか研究してまいりたいと

考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） ありがとうございます。 

  それでは、まず、たばこの害からいきたいと思

いますけれども、今お聞きしまして、市でも健康

長寿に向けてのさまざまな取り組みをやっている

し、やっていくというようなお話もありましたけ

れども、今お話を聞いた感じだと、具体的にこう

いうふうにやりますということよりも、理念的な

部分とか啓蒙的な部分が多いような気がするんで

すけれども、具体的なところというのはもうちょ

っとないんでしょうかね。健康長寿でという意味

ですけれども、今条例もつくろうとしていますけ

れども、条例の中身においても啓蒙というか、全

体的にやるというふうなことを書いてあるだけで、

具体的なところがいまいち見えないものですから、

市としてもうちょっと具体的にこういうふうな取

り組みにしたいということはありますか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 今、議員述べられたよう

に、健康長寿のほうではやはり重点としている部

分で、禁煙に特化したというふうな部分じゃなく

て、全体として進めていくといった内容にしてい

るところであります。 

  なお、やはり禁煙については、御自身が吸う部
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分についてはなかなかというふうなところはあり

ますけれども、やはり受動喫煙というふうなもの

はこの社会環境の中にあっては避けていくべきも

のだというふうに認識しておりますので、そちら

について、先ほど申し上げたような機会を見なが

ら、情報提供というか発信をしていきたいという

ふうに考えているところであります。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） やっぱり情報提供とか

啓蒙的なところが多いというか、そこまでなのか

なという気がちょっとするんですね。具体的にや

っていかなければ健康長寿の実現というのはなか

なか難しいと私は思うんですけれども、２項目め

で健康長寿を目指すには何が一番重要と考えるか

ってわざわざ書いたというのは、つまり日本人の

死亡原因が高い部分というのがあるわけですよ。

ここ何年というか、ずっと死亡原因の日本人の三

大疾病というのはがん、脳梗塞とか脳障害、それ

から何でしたっけ……、まあ三大疾病があるわけ

ですよね。その中でも今、日本人の死亡原因のト

ップというのはがんですよね。これは皆さん御存

じですよね。今、日本人の死亡原因のトップはが

んだというのは御存じですよね。だとすると、が

んに対する対策というのをしなければならないと

いうのが一番だと思うんですね。本市ももちろん

がんに対する対策として検診を受けてくださいと

いうようなことをやっているというのも存じ上げ

てはいますけれども、まずはがんにかからないた

めにはどうするかということが大事じゃないかな

と私は思うんですね。 

  以前、長野県が、長野県の名産といえば野沢菜

なわけですけれども、東北も皆そうなんですが、

長野県も塩分をすごくとる県だったわけですね。

だもんで高血圧とかが多くて、それで亡くなる方

が多かったもので、これではいけないということ

で、塩分をとにかく減らすようにやりましょうと

いうことで、保健師さんが市民の方に直接、塩分

が少なくなるような指導とか食事の内容とか、そ

ういうのを細かくお世話していくというかお知ら

せをしていくことによって塩分をとる量をどんど

ん減らしていって、それで長野県の平均寿命が延

びてきたということがあったんですね、現実的に。

それは脳卒中とか高血圧というのはあったわけで、

それに特化してそういった政策をやってきたわけ

ですね、長野県の場合だと。 

  今、死亡原因の１番はがんなわけですよね。が

んで、がんの中でも何が一番多いのかというふう

なことを調べてみますと、男性では肺がんが一番

多いですね。男性の場合だと肺がんが一番多くて、

２番目が胃がん、３番目が大腸がんというような

順番になるんですけれども、女性の場合だとちょ

っと違って、１番は大腸がんかな。２番目が肺が

ん、膵臓がんというようなことになるわけですけ

れども、トータルでいくと一番多いのは肺がんに

なるんですよ。だとすると、一番死亡の原因にな

るのが多いところに焦点を当てて、それを少なく

するということが大事だと思うんですけれども、

そこを見ないで２番目、３番目のほかのところに

焦点を当てるようなやり方ではなかなか効果が上

がらないと思いますし、肺がんというのはたばこ

と密接な関係があるわけで、そのことに対しての

認識というのはもう少し重要視したほうがいいん

じゃないかなと思うんですが、いかがですか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 先ほどの答弁でも申し上

げましたけれども、喫煙が一番影響する部分とい

うのは肺がんを初めとするがんの部分というふう

なことは先ほど申し上げましたし、それから肺が

んだけでなくて、ほかの食道がん、胃がんのほう

にも影響してくるといった内容はもう知られてい

るわけでありまして、私も先ほど強調させていた

だいたんですが、予防できる最大の死亡原因だと

いうふうな観点からも、やはり喫煙については個

人のものというふうなことは認識しておりますけ

れども、皆さんそういった観点の中で取り組まれ

ていくべきものかなというふうには感じていると
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ころであります。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 先ほどの答弁の中でも、

肺がんだけではなくてほかの呼吸器疾患、それか

ら歯周病とかほかのものの原因にもなっていると

いう、そういう認識はおありになるというのは今

お聞きしました。 

  それから、御本人が吸うだけではなくて受動喫

煙ですね、一応改正健康増進法で受動喫煙をしな

いようにしなければならないというふうにはなっ

ているわけですけれども、現実には、例えば本市

の現状を見ますと、ちょうど議会棟の脇の１階の

下のところに喫煙所があるわけですけれども、喫

煙の箱というか、プレハブの中で吸っていらっし

ゃる方もいますけれども、外で吸っていらっしゃ

る方もいます。そういった吸っているところのた

ばこの煙というのは半径25メートルぐらいまで広

がっていくという研究結果があるんですけれども、

そういうのは認識していらっしゃいますか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 議員おっしゃられた25メ

ートルというのはさまざまな条件とかあるとは思

うんですけれども、受動喫煙の対策の分類の中で

は、まずは一応10メートルといったものを基準と

して区分けがなっているようであります。25メー

トルというのは、さまざまな条件でそのようなこ

ともあろうかというふうに思います。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） それはさまざまな研究

結果ではありますけれども、25メートルも行きま

すよというのもあります。部長は10メートルぐら

いまで行くと今おっしゃっていますけれども、そ

のぐらい遠くに飛散するわけですよね。 

  さっき長野県の塩の話をしましたけれども、塩

だったら、適度な量をとっておけばそれで病気に

なるということはないと思うんですけれども、た

ばこに関しては、少ない量だから病気にならない

ということはないわけですよね。少量であっても

病気にはなる。その因果関係はあるというふうに

認識はしていらっしゃいますか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 先ほど受動喫煙について

も、その後のサードハンドにしても申し上げたわ

けですけれども、たばこの煙を吸い込むといった

環境についてはさまざまなものがあろうかとは思

います。それでそれぞれ吸い込んだ方についても、

それによって病気の発症につながるといったとこ

ろも、それはさまざまな条件があろうかとそのよ

うに考えているところであります。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 今、受動喫煙が原因で

年間に亡くなっている方は１万5,000人いるとい

うふうに言われています。これは医療機関、医師

会さんとかも認識していることですし、これは公

的な数字だと思いますけれども、実際は多分少な

く見積もられているんじゃないかなというところ

もありますので、因果関係のわからないところで

実は受動喫煙が原因で亡くなっているという可能

性のある方もいらっしゃると思いますけれども、

年間それだけたくさんの方が受動喫煙で亡くなっ

ていますから、それに対する対策は当然しなけれ

ばならない。 

  日本も2020年にオリンピックがありますから、

公共施設等は全部禁煙にするというような話であ

りますけれども、法律の許される範囲では設置す

るというような米沢市の方針かと思うんですけれ

ども、新しい市庁舎がこれから建っていくわけで

すが、屋上には喫煙所を設けるというような考え

だったと思います。ですが、屋上は喫煙者だけが

出入りするんですか。つまり、たばこを吸わない

人は入れないような仕組みにするんですか。そこ

のところをお聞きしたいんですが。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 屋上には基本的には喫煙場所

のみ。通常の出入りをする場は喫煙所がありませ

んので、屋上に行く場合には基本的には喫煙をす
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るものとして想定をしているところでございます。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 喫煙者以外は立入禁止

というようなことでよろしいんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 禁止までは今は考えておりま

せんけれども、ただ、議員おっしゃられたとおり、

受動喫煙についてはさまざまな課題がございます

ので、そういったのを含めまして、今後それにつ

いてどのような運用が可能なのか検討したいと考

えております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） たばこを吸って吐く煙

にはそういう発がん物質が含まれているというの

はみんな認識していらっしゃると思いますけれど

も、煙が目に見えなくても、例えば発がん物質の

アセトアルデヒドだったら４分間は口の中から呼

吸と一緒に出ているとか、一酸化炭素については

30分ぐらいまではずっと出ているという研究結果

があります。 

  それから、先ほど部長おっしゃったように、服

であるとか髪の毛であるとか、そういったものに

付着したものが今度ほかの場所に行って、そこか

らガス化して周りに影響を与えるわけですね。当

然、周りにいる人はたばこを吸っていなくてもそ

ういった影響を受ける。それが受動喫煙なわけで

すよね。そこを改善していくためには、たばこを

吸う人自体を減らしていかないとだめだと私は思

うんですね。そういう意味で言うと、米沢市とい

うのは健康長寿を目指している割には消極的なよ

うな気がするんですけれども、もうちょっと具体

的にというか、もうちょっと突っ込んだようなこ

とは考えてはいないでしょうかね。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 さまざまなこちら行政側

からの情報提供であったり、それから民間の情報

であったり、たばこの害については本当に多くの

情報が国民の皆さんにというか、市民の方にも知

らされているというふうに思っております。 

  それでもやはりたばこを吸われる方がおやめに

なれないというふうなところにさまざまな要因が

あるんだと思うんですけれども、そういった中で、

そこもやめられないというふうな部分も個人の判

断というか、そういった部分にあると思いますの

で、市として目指すべきものはやはり受動喫煙を

防止するための施策を打っていくものだというふ

うに私は考えているところであります。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 家族でたばこを吸って

いる人がいると、その影響を家族も受ける。特に

子供さんへの影響というのも大きくて、妊娠中の

お母さんが吸っていればもちろんなんですが、吸

っていなくても周りの方が吸っていると受動喫煙

の影響で胎児が低体重になったりするということ

もありますし、子供はちゃんと生まれても、その

後、ぜんそくであるとか乳幼児突然死症候群であ

るとか、この辺はたばこと因果関係が確実だと言

われています。それから子供さんの中耳炎、虫歯、

これもたばこと関係していると言われています。

それは口の中に入ったものが、口と耳はつながっ

ていますので、物質が耳のほうに行ったときには

中耳炎になりますし、あと歯についている場合は

ミュータンス菌を活発化させて虫歯になるという

ふうに言われています。 

  公共施設ではまず基本的には、医療施設、学校

施設は敷地内禁煙ということになっていると思い

ますけれども、学校の先生でもたばこを吸ってい

らっしゃる方はいるかと思うんですけれども、学

校の先生にも、吸っていらっしゃる方にもなるべ

く禁煙してもらうような方向性で考えていただく

のはいかがでしょうか。教育委員会にお聞きしま

す。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 学校の教員の中にも喫煙

している教員というのは一定程度いるというふう

に押さえております。 
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  やはり議員お述べのように健康面、そして周り

の方への影響の面というふうなことをみんなで確

認しながら、減る方向にしていく必要性はあると、

重要であるというふうには考えております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） ぜひ学校現場でも禁煙

を推し進めていただきたいというふうに思います。 

  ６月議会のときの質問で香りの害、香害につい

て質問をさせていただいたんですけれども、その

とき化学物質過敏症というのがあるんだというお

話をいたしましたけれども、たばこの煙を吸い込

むことでそれが発症するということが知られてい

ます。最近そういう人がふえていますので、そう

いった影響もあって香りの害でアレルギー反応が

出る方がふえてきているんじゃないかなというふ

うに私は思っています。やはりそういった健康被

害をなくしていくためには、まず一番はたばこを

吸う人を減らしていくことだというふうに思って

います。 

  これはほかの自治体の例なんですが、茨城県の

牛久市と龍ケ崎市というところでは、市民の健康

増進、受動喫煙対策として、禁煙外来の治療費を

補助しているというのをやっております。ですの

で、まずは吸う人を減らしていくということが大

事なのかなというふうに思います。そうでなけれ

ばやっぱり二次、三次の被害というのはなくなり

ませんし、本当に毎年たくさんの人がそれによっ

て亡くなっていくということになりますので、ぜ

ひ、健康長寿日本一を目指すということであれば、

市長が先頭に立って旗振りをしていただきたいと

思いますので、市長から一言お願いできますか。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 たばこ販売が認められている中で、

受動喫煙とか、改正健康増進法も制定されて、し

っかりと自己管理をしながら他人に迷惑をかけな

い、こういったものはたばこだけでなく全ての部

分で言えるのかもしれませんけれども、しかし議

員お述べのように、やはりそういった認められる

中にあっても、少しでも健康長寿を目指していく

ということの対応であるとするならば、今後、今、

条例も制定しようとしている中で、どのようにこ

ういったものにかかわっていけるのかも含め、あ

とは、助成の話もあったわけでしたけれども、こ

ういったものもどのように考えていいのか、なお

検討をさせていただきたいというふうに思います。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） まず、本人がたばこを

やめたいと、やめるという気持ちがないとできな

いとは思うんですが、実は本人がやめたいと思っ

てもやめられないです。先ほども申し上げました

けれども、たばこというのは依存症になるわけで

す。だから自分がやめたいと思っても、禁煙しよ

うと思っても、やめられないで挫折するという方

が結構いらっしゃる。それは依存症だからであっ

て、本人が意志が弱いというわけではないと。 

  日本禁煙学会というところが出している資料が

あるんですけれども、これに「たばこは薬物であ

る」というふうに書いてあります。依存性はコカ

イン、ヘロインに次ぎ、アルコール、覚醒剤を上

回る。毎年十数万人の命を奪う最大の健康危険因

子であるというふうに書いてあります。たばこを

やめられない方は依存症なんだということを認識

していただいて、病気ならばきちんとお医者さん

にかかって治すというのは当たり前のことですの

で、特別のことではなく、健康を維持していくた

めにもぜひそのようにしていただければというふ

うに思います。 

  時間もありませんので、次のほうに行きたいと

思うんですけれども、市街地の空き家・空き店舗

の活用ということで、創業支援についても米沢市

でやっているというようなお話でありましたけれ

ども、先ほどのお話では、50万円とかあるいは30

万円とかの支援ということだったんですけれども、

もっと金額の大きいものはないんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 やはり新規創業関係の支援と
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いうことで、最初から大きな額というのはなかな

か難しいものがございますので、少額ではござい

ますけれども、新規出店の支えになるようにとい

うことで支援しているものでございます。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） ほかの自治体の例を挙

げてだとあれなんですけれども、少額の場合だと、

例えば神戸市の例だと空き家の家具の片づけであ

るとかリフォームであるとか、あとは建築基準法

に適合しているかどうかの調査であるとか、こう

いったものにそれぞれ50万円であるとか20万円で

あるとか、それぞれに補助をつけて出していると

いうのがあります。子育て支援リノベーション住

宅取得補助制度というのは、この場合だと、市外

からの転入だったら上限70万円とか、そうでなけ

れば50万円とか、そういったこともいろいろあり

ますし、ほかの場合だと、岡山県の矢掛町という

んですかね、こちらも空き家の利活用ということ

で、空き家の解消を狙って、町なかで営業すると

きにその改装費用とか設備導入費など、最大で540

万円の補助をする。実際に補助を受けて町なかに

お店を出したりしているのがもう十何軒建ってい

るということがあります。店舗改装とかそういう

のには1,000万円とか、少ない金額のときもあると

思いますけれども、そういう金額がかかるときに

補助があるかないかで大分違うと思うんですよね。 

  米沢市内でも創業に意欲的な方というのがいら

っしゃって、そういう方たちに、もしこういう金

額で創業ができるよ、補助できるよというのがあ

ると、大分米沢市でもうちょっとやってみようか

と、チャレンジのあれもあると思うんですけれど

も、それもやっぱり金額的に少ないんじゃないか

なという気がするんですけれども、もう少し補助

を大きくしていったらどうかと思うんですが、い

かがですか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 事業をなさる方、やはり少し

でも初期投資を少なくしたいという思いは私ども

も十分理解してございます。 

  ただ、設備だけではなく、やはり経営の観点か

らも見ていかなければならないと思いますので、

そういった意味で、創業塾で経営を学んでいただ

くとかそういった支援もあわせて行っております

ので、総合的に支援してまいりたいというふうに

考えております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 総合的にもちろん考え

ていただいて、もうちょっと金額のほうも大きく

していただければ創業しやすくなるんじゃないか

なと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思

います。 

  次に、共通のチケットとさっきから言っている

んですけれども、一つは、免許返納者に対しての

補助ということももちろんあるんですけれども、

例えばほかの自治体だと75歳以上の方には免許返

納者じゃなくても補助しますよとか、さまざまあ

るんですね。ほかのところでそういったことをい

ろいろやっています。 

  例えば徳島の石井町というところは、こちらは

免許返納者だけじゃなくて、75歳以上の高齢者の

方にはバスとかタクシーを利用するためのチケッ

トを配っていると。これは12枚つづり、１枚100

円でタクシーとかバスが利用できるというのを補

助しているということですね。 

  あと海陽町、こちらも同じようにチケットを出

していますけれども、これもタクシーもバスも鉄

道も利用できると、共通して使えるということが

ありますので、できれば、デマンドタクシーで来

て、町なかでバスに乗りかえてというようなこと

もあるわけですよね。だから、そういったところ、

共通券であればすごく使い勝手もいいし、また人

が移動するということにもすごくつながると思う

んですけれども、何とか共通券のほうの考えも取

り入れていただきたいと思うんですが、いかがで

すか。 

○鳥海隆太議長 我妻企画調整部長。 
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○我妻秀彰企画調整部長 市民バスと民間バスがあ

るわけなんですが、そこですとさまざま取り組み

も比較的多いようなんですが、タクシーとなると

単価も違うし、金額、考え方も違うというような

ところで、先ほど申し上げました。まだ課題があ

るので、今後の公共交通の考え方、進め方ととも

にあわせて今後検討させていただきたいと思いま

す。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） バス会社あり、タクシ

ー会社あり、それぞれの請け負っている会社とい

うかそれが違うので単価が皆違うんだということ

だと思うんですけれども、そこはやっぱり話し合

いをしていただいて、何とか利便性の高い乗り物

にしていくためにも、交通事業者の集まりとかあ

ると思いますので、そういうところで話題にして

いただいて、ぜひ共通券を発行するような方向で

していただければいいかなというふうに思います。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 以上で10番堤郁雄議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、除雪のレベルアップ策について外２点、

12番遠藤正人議員。 

  〔１２番遠藤正人議員登壇〕（拍手） 

○１２番（遠藤正人議員） 会派櫻田門の遠藤正人

でございます。 

  このたびは、米沢市に暮らす上で欠かせない除

排雪のことから、ひきこもり対策、そして市内か

ら見渡せる山々のうち磐梯朝日国立公園関連で、

吾妻山を活用した観光ネットワーク策について質

問させていただきますので、多岐にわたる内容で

ありますが、当局からの真摯な御回答をお願いい

たします。 

  質問に入る前に、少し吾妻山に関することをお

話ししたいと思います。 

  ことしの夏は、私は２度天元台に登りました。

初めは市議会の有志でトレッキング、そして２回

目は、先日８月下旬に松川堰組合議会議員視察研

修会に同行させていただきました。 

  ことしは突風によるゴンドラ破損のためゴンド

ラが使えず、ゴンドラの代替手段として、車によ

り天元台高原のアルブ天元台まで乗せていただき

ました。標高が高いためか天元台高原はとても涼

しく、また、鳥のさえずりは心を和ませ、そして

リフレッシュできるものでした。 

  ここで改めて米沢側の西吾妻山についての開発

の歴史をひもといてみますと、米沢市の郷土史を

調べたところ、時系列にいたしますと、昭和の初

期ごろに吾妻山の開発が提唱されてから、昭和10

年に吾妻山開発協会が設立、そして国立公園指定

運動が開始されたと記載されておりました。翌年

の昭和11年には、山形県林務課が吾妻山の調査を

され、ちょうどそのころは日本が戦争に突入する

ころであり、二・二六事件が起こった年でもあり

ました。この年には南羽鉱業株式会社が設立され、

翌年昭和12年には西吾妻大笠地区で南羽鉱業株式

会社が硫黄採掘を始めたわけです。その後、鉱毒

被害が出たわけです。 

  戦後、昭和23年には西吾妻の鉱毒問題期成同盟

会が結成されました。 

  昭和25年に磐梯朝日国立公園の指定を受けまし

た。その当時の南原村の大竹倉次村長が、早稲沢

林道開発を提唱し、昭和30年代に入ってからは、

当時の吉池市長から要請を受けた陸上自衛隊によ

る早稲沢林道工事が始まり、昭和36年には福島県

側の檜原湖まで開通となり、名前の募集により、

西吾妻スカイバレーと名前がつきました。 
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  そして、昭和38年12月には吾妻ロープウェイ開

通で天元台スキー場がオープンしました。翌年に

は第18回オリンピック東京大会があったわけです。

あれから50年、年月がたち、来年にはまた東京オ

リンピックが開催されます。 

  歴史の話はこのあたりでやめまして、それでは

本題の質問に入ります。 

  ９月になりますと、当局も冬に向けた除雪の計

画策定に入ると思います。ぜひ万全の体制で市民

の足の確保、そしていつまでも雪がこのまち米沢

の障害物のままであるのでなく、インバウンドの

観光や熱利用の産業などを活用して、雪が価値の

創造につながる材料になるためにも、除排雪のレ

ベルアップ策を探求してはどうかと考え、３項目

を質問いたします。 

  １つ、小型ロータリー除雪車の有効利用につい

て。 

  １つ、町内除排雪協力会による排雪の負担軽減

について。 

  １つ、水路の有効利用についてであります。 

  キャビンつきの作業員２名乗車による小型ロー

タリー除雪車の有効利用につきましては、連続し

た降雪後、まだ排雪作業の必要はないが、もう少

し道幅を拡幅してほしいというようなときに、狭

い道路の場合などでは小型ロータリー除雪車の活

用は有効な方法と考えます。ですから、小型ロー

タリー除雪車の配備台数の増強や除雪路線の業者

間の乗り入れ体制の効率化を研究して、小型ロー

タリー除雪車の有効利用を推進すべきと考えます

が、当局のお考えをお聞かせください。 

  次に、町内除排雪協力会による排雪の負担軽減

についてでありますが、各町内の積立金にも限度

があり、２回目、３回目の排雪を依頼するとなり

ますと町内会の会計上、大きな負担となります。

ですから、全額公費負担の路線に面した町内会と

のバランスを配慮した対策がとれないか、当局に

お考えをお聞きいたします。 

  さらに、水路の有効利用についてであります。

最上川源流には幾つかの堰があります。そこから

流れてくる水は水利権を伴っており、米沢市内の

川や流雪溝に流れ込みます。確かに農業の繁忙期

には作物の成長に水は欠かせません。一方、冬場

は水量は減りますが、直接的には農業に使うこと

はありません。 

  そこで、冬場はその水を有効に使うことにより、

雪の処理に有効な活用ができますととても助かり

ます。ただし農家の方々の立場に立てば、水利に

関するお金の負担や水路を維持するための草刈り

作業や水路の維持工事など、農家の方々には大き

な負担も伴います。そこで、両方の立場でウイン・

ウインの雪対策ができないものか、少し突っ込ん

だ議論をしてはどうかと考えます。例えばさらな

る地産地消のシステムを構築して、農家の方々の

売り上げが上がるように、流雪溝を使う受益者の

市民の皆様が農家の方の水利権についてもっと深

い理解をしていただきながら、農業生産者の丹精

込めた良質なお米や多種な野菜、そしてそばなど

を少しは高くても購入していただき、冬場は流雪

溝の水でお世話になっているのだから、地元農業

生産者の品物を買おうじゃないかとならないもの

か、こんなふうな意識がさらに広がればみんなが

幸せになるような気がいたしますが、当局のお考

えをお聞かせください。 

  次に、ひきこもり対策について、地域でのネッ

トワークづくりについて質問をいたします。 

  私は、ことしの春までの４年間のお休みの間、

半年間ずつではありますが、２カ所の福祉関係の

職場に籍を置いておりました。一つは、独立行政

法人、障がい者職業センターでのジョブコーチの

研修と、もう一つは、山形県立上山高等養護学校

の寄宿舎での嘱託の職員でした。 

  寄宿舎では、学校が家から遠いため毎日の通学

が困難な生徒たちに生活支援をさせていただく仕

事でした。高等養護学校を卒業する生徒たちは、

社会において適正な配慮により立派な働く人にな

ることができますし、彼らの働く力がこの社会に
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もっと必要だとも私自身再認識させていただきま

した。高等養護学校の寄宿舎において、障がい者

の方や養護の必要な方、そして自閉症をお持ちの

方についても、この社会が共生社会として相手を

思いやり、そして適正な配慮がなされれば、お互

いに幸せになれると感じました。 

  そこでお尋ねいたします。 

  ひきこもり対策として、地域でのネットワーク

づくりに関し、現在本市の行政における窓口の明

確化、そして相談支援員等の配置につきまして、

どのような対応がなされ、また今後そういった特

性をお持ちの方やその御家族にどのような配慮や

対応を考えておられるか、本市の対応の内容をお

聞かせください。 

  また、市内の地域における支援体制づくりにつ

いても、同じく本市の対応をお聞かせください。 

  次に、吾妻山を中心とした観光ネットワーク策

について質問をさせていただきます。 

  冒頭に吾妻山の開発などの歴史を、雑駁ではあ

りますが話をさせていただきました。 

  そこで、今後さらなる50年先を見据えて、西吾

妻山の観光を継続するためにも、また、将来に予

想される天元台のリフト設備の更新や建物の大規

模修繕などの設備資金を捻出する方法を考える上

でも、何か大きなてこの応用が必要と思い、質問

内容を考えました。 

  山形県の南に位置する福島県側の磐梯朝日国立

公園内のリゾート施設なども、平成23年３月11日

に起きました東日本大震災以降、原発による放射

線の影響による風評被害などで、裏磐梯高原など

も観光客の減少で苦しんでいると聞いております。 

  そこで、まずは米沢市側の磐梯朝日国立公園の

一部である約数十ヘクタールの天元台高原を国営

の公園などにできないものか、当局のお考えをお

聞かせください。 

  このたびは、議長の許可を得まして、磐梯朝日

国立公園約18万7,000ヘクタールの位置図を資料

にさせていただきました。 

  もちろん国営公園などに管理を移管するなどの

管理がえなどは、国の法律の、例えば環境省所管

の自然公園法や国土交通省所管の都市公園法によ

る大きな縛りがあることは十分周知の上でお聞き

いたしますし、千里の道も一歩からの気持ちで質

問をさせていただいております。 

  冒頭の歴史の続きになりますが、戦後には、南

原村の大竹倉次村長が早稲沢林道開発を提唱した

ときには、村民より、そんな大きな事業は到底無

理だ、困難だと大笑いされたと郷土史のどこかに

記述がありました。しかし、大きな希望と実行力

で、西吾妻スカイバレーの道路が開通したではあ

りませんか。 

  今や、それ以上の大事業でありました東北中央

自動車道も米沢福島間が完成したわけであります

から、多くの方々の御努力をもって開通したわけ

でありますので、皆様も御承知のとおりでありま

す。一致団結して、情熱を持って、国に対し何事

も真摯に訴え続ければ、山は動くと思います。 

  さらに、西吾妻山は鉱山の歴史もあるわけです。

ですから、例えば岩手県の八幡平市には鉱山の歴

史館があるように、子供たちにも天体や気象、鉱

物についても学べるような、学校の科目で言えば

地学の教科の内容も含めた（仮称）天元台歴史記

念館を開設してはどうかと考えるのです。 

  そして、最近ですが、米沢には皇室からの御訪

問が、他の自治体から見ますと少ないように感じ

ます。 

  山形県内には最近では、経営不振で倒産寸前の

水族館を、光を放つクラゲを展示して経営を持ち

直した鶴岡市にあります加茂水族館に、平成28年

９月には、当時の天皇陛下であられた今の上皇様

御夫妻が見学をなされております。 

  また、過去には昭和48年ころ、学習院時代の野

外授業で、登山やスキーで天元台に天皇陛下であ

られます浩宮様がお越しになられました。ぜひ令

和の時代に天皇陛下御夫妻で懐かしい西吾妻山に

御訪問などいただけないものかと考えますが、当
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局のお考えはいかがでしょうか。もちろん、皇位

継承順位第２位の悠仁様が野外授業として御訪問

いただけましたら大変すばらしいことであるとも

思いますが、いかがでしょうか。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１の除雪のレベル

アップ策についてお答えいたします。 

  初めに、（１）の小型ロータリー除雪車の有効

活用についてでありますが、御質問のような狭小

な場所でのロータリー除雪車となると、主に歩道

除雪用の40馬力程度の小型ロータリー除雪車や、

道路幅員が４メーター未満の狭隘路線や施設除雪

に適する、お話があった80馬力、130馬力程度の中

型ロータリー除雪車が該当すると思います。 

  その平成30年度における配備状況は、小型ロー

タリー除雪車につきましては、市所有が３台で業

者所有が６台の計９台、中型ロータリー除雪車に

つきましては、市所有が６台で業者所有が18台の

計24台となっているところであります。 

  お話しされましたとおり、狭い路線で路肩堆雪

幅がない場合など、小さいロータリー除雪車の対

応力は有効ですので、現在、狭隘路線として位置

づけしている81路線のうち配車可能路線において、

特に狭隘な６路線で中型ロータリー除雪車が作業

に当たっているところであります。 

  また、町内協力会による排雪作業において、中

型ロータリー除雪車を貸し出しして積み込み作業

に充てるなど、有効活用に努めているところでも

あります。 

  ロータリー除雪車による排雪前の幅出し作業と

しましては、主に市街地の幹線道路となる第１種

指定路線などにおいて、ロータリー除雪車による

路肩への切り上げによる幅員確保作業を適宜実施

し、効果を上げているところであります。 

  御提案の小型ロータリー除雪車の活用につきま

しては、台数が限られているところがありますが、

路線環境などを考慮しながら、排雪前の幅出し作

業を含め有効な運用、そして増強について引き続

き検討してまいります。 

  次に、（２）の町内除排雪協力会による排雪の

負担軽減についてお答えいたします。 

  ただいま御紹介がありました第１種指定路線以

外、主に生活道路において、沿線住民の方々で組

織される除排雪協力会や町内会等で排雪を実施す

る場合には経費の一部を市で助成する取り組みを

行っており、平成30年度の協力会登録件数は476

団体、平成29年度は473団体、平成28年度は470団

体と、年々登録件数が増加しており、住民と連携

した除雪体制の取り組みとして定着しているとこ

ろであります。 

  その負担割合は、基本的にはダンプトラックに

よる運搬費用を除排雪協力会が負担し、除雪機械

による積み込み費用を市が助成、負担するもので、

運搬を要さない場合には除雪機械費用の７割を市

が負担しております。 

  除排雪協力会の負担を減らす取り組みとしまし

ては、大雪の場合などで複数回の排雪を必要とす

る場合を考慮し、３回目以降の排雪について、除

排雪協力会が負担する費用に支援を行っておりま

すが、その支援割合をこれまでの３分の１から、

昨年度、見直しを行い、２分の１へと変更したと

ころであります。 

  加えて、豪雪対策本部が設置された場合には、

都度、追加の支援策の検討を行っているところで

もあります。 

  本制度は、公共と住民との協働による生活道路

の確保という点で有効な取り組みでありますので、

今後も除排雪協力会の実情の把握に努めながら、

よりよい制度となるよう努めてまいります。 

  次に、（３）の水路の有効活用についてお答え

いたします。 

  本市街地の流雪溝対象水系は12水系あり、許可

水利権が２水系、慣行水利権が６水系、そのほか

に揚水ポンプや伏流水などが４水系となっている
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ところであります。 

  河川から取水する許可水利権の流雪溝への利用

状況は、大樽川や鬼面川から取水した水を主に舘

山方面から堀立川間の旧国道121号に設置されて

いる流雪溝へ流下利用しているところであります。 

  また、準用河川木場川でありますけれども、帯

刀堰水系につきましては、鬼面川から農林水産省

が農業用水として取水した用水のうち、帯刀堰に

配分された維持用水を冬場の流雪溝用水に向けて

利用しているところであります。 

  同様に、農業用の鬼面川右岸幹線用水路から塩

井用水路を経て、冬期間だけ、主要地方道米沢南

陽白鷹線に設置されている塩井流雪溝用水に振り

向け、利用しているケースもあります。 

  また、本市は、最上川の最上流部に位置するた

め、冬期間に河川水量が減少し、豊富な水量を得

ることが困難なことから、お話がありました従来

からの慣行水利や伏流水などによる各堰の農業用

水を冬場の流雪用水として利用しているところで

あります。 

  御提案のあったウイン・ウインの関係、流雪溝

利用者の農業用水を活用しているという理解と支

援につきましては、堰の方と意見交換する場など

もありますので、どんな方法がとれるかどうか研

究してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、ひきこもり対

策としての地域のネットワークづくりについてお

答えいたします。 

  まず初めに、行政における窓口の明確化と相談

支援員等の配置についてお答えいたします。 

  国では、ひきこもりに特化した第一次相談窓口

として各県に１カ所、センターを設置することと

し、山形県においても精神保健福祉センター内に

自立支援センター「巣立ち」を設置するとともに、

ひきこもり支援コーディネーターを配置し、さま

ざまな相談に対応しております。また、各保健所

で同様の相談を受け付けておりますので、置賜地

域においては置賜保健所地域保健福祉課がその業

務を担っております。 

  本市におきましては、ひきこもりという課題が

画一的な要因や状況でないことから、さまざまな

部署が相談窓口となっております。例えば高齢者

とその子供に関する相談であれば高齢福祉課、学

齢期であれば学校、就労についての相談は商工課、

生活に困窮している人や障がいのある人では社会

福祉課等、さまざまな部署で相談に応じ、一人一

人のニーズと課題によって、その後、最も適切な

支援機関を紹介し、関係機関が連携して支援を行

っております。 

  各部署ではひきこもりに特化した相談員は配置

しておりませんが、社会福祉士や保健師等の有資

格者を配置している部署では、その専門性を生か

した支援を行っております。 

  一方、相談窓口が複数にわたることで、相談者

がどこに相談したらいいか迷うことや、関係機関

が市に相談しづらい等の課題があることも承知し

ているところであります。 

  今後につきましては、どういった形態での窓口

の配置が適切であるかなどについて、今年度、県

で開催しておりますひきこもり相談支援者専門研

修会への参加などによりスキルアップを図り、関

係部署で協議してまいりたいと考えております。 

  続きまして、地域における支援体制づくりにつ

いてお答えいたします。 

  本市には、ひきこもり支援を行っている民間団

体が、ＮＰＯ法人から・ころセンターとＮＰＯ法

人Ｗｉｔｈ優の２カ所がございます。 

  この事業所は、法人独自のひきこもり支援活動

とともに、若者相談支援拠点として県から委託を

受け、ひきこもりやニート、不登校など、社会参

加に困難を有する若者やその家族を対象に、電話

や面談による相談対応に加え、居場所支援や家族

を対象とした支援、体験活動や学習支援などを行
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っております。 

  また、ＮＰＯ法人Ｗｉｔｈ優は、地域若者サポ

ートステーションとしても県の委託を受け、さま

ざまな理由で働くことの一歩を踏み出せない若者

を対象として、働き出す力を引き出し、就職後の

職場定着までをバックアップする支援を行ってお

ります。 

  個別の事案については、から・ころセンターや

Ｗｉｔｈ優、障がい者相談支援事業所等の民間団

体や社会福祉協議会、民生委員、児童委員など、

市民の身近な相談機関等と行政が連携しながら支

援を行っておりますが、ひきこもり支援に特化し

た市全体としての支援体制の構築には至っていな

い現状にあります。 

  今後は、さまざまな支援機関やひきこもり家族

会と当事者を含めたネットワークづくりが必要と

思われます。 

  国では、平成30年度より、市町村を対象にひき

こもりサポート事業を補助事業として実施してお

ります。その中の事業として、関係機関とのネッ

トワーク、ひきこもり支援拠点づくりがあります

ので、これらを活用して取り組んでまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、３番の吾妻山を中

心とした観光ネットワーク策についてお答えいた

します。 

  初めに、天元台を国営の公園等の施設にできな

いかについてでございますが、天元台高原が属す

る磐梯朝日国立公園は、昭和25年に指定されまし

た福島・山形・新潟の３県にまたがる面積18万

6,375ヘクタールの全国２番目の陸域面積を誇っ

ております。 

  国立公園は、日本の景勝地の中でも特にすぐれ

た場所として、自然公園法に基づき環境大臣が指

定した自然公園であり、日本を代表する自然の風

景地を保護し、利用の促進を図るという目的があ

ります。このことから、公園計画によって区分さ

れた特別地域では立ち入りの制限や工作物の設置、

広告物の掲出、土石の採取などの行為を行う場合

には、国・県の許可や届け出が必要になり、天元

台高原エリアも第２種特別地域と普通地域が混在

するものの、一定の行為の規制を受けることとさ

れております。 

  また、国立公園は、全て国が所有する土地とは

限らず、公園内に土地を持ち、生活拠点とする場

合もあり、白布温泉街も国立公園内の領域となっ

ているところです。 

  一方、国営公園は都市公園法の要件を満たして

いる公園、緑地で、国立公園とは大きく異なりま

して、自然公園ではなく都市計画施設としての都

市公園で、国土交通大臣が設置し、国が管理して

おります。また、災害時の活動拠点になることや、

遺跡や文化的価値のある場所を保護する目的で設

置されており、全国で17カ所が国営公園として指

定されております。 

  このことから、双方の公園は目的や根拠法が異

なることから、国立公園内に国営公園を指定する

ことにはさまざまな条件があり、用途や区域の場

所によっては指定できないなどの制限もあります。 

  また、国立公園の指定区域を一部削除して国営

公園を新たに指定することも、制度上、否定され

ているものではありませんが、天元台高原とその

周辺は、吾妻連峰を一体的に構成するエリアであ

ることや、吾妻連峰縦走路へのアクセスも担って

いることから、国立公園として大変重要な場所で

あり、天元台高原の区域削除を行うことは、国立

公園の保護と利用の観点からも現実的には適切で

ないと環境省も判断しているところです。 

  以上のことから、天元台高原を国営等の公園の

施設にすることは、現行制度の中ではできません

が、国では観光立国を目指した取り組みとして、

国立公園等の積極的な活用を目指していることか

ら、施設、環境整備等やインバウンド推進などの

誘客事業などにさまざまな補助事業を活用できな
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いか模索してまいりたいと考えております。 

  次に、２番で御質問いただきました（仮称）天

元台歴史記念館を開設してはどうかについてです

が、壇上で議員がお述べになられた天元台の歴史、

そして聞き取りで伺った部分でお答えをさせてい

ただきますが、現在の天元台高原は、大正時代に

鉱山としての利用が始まり、日中戦争が本格化し、

硫黄の需要が急速に増加したことで、日本でも有

数の硫黄鉱山として知られるようになりました。

しかし、戦時中からの鉱毒問題や石油エネルギー

への変化により、硫黄の需要の減少から閉山とな

りました。 

  その後、昭和38年に、閉山となった鉱山跡地に

天元台スキー場が開業し、リフトを乗り継げば標

高1,820メートルの雄大なゲレンデとパウダース

ノーがスキーヤーから高い評価を受け、全国的に

知られるようになりました。 

  また、同じくして現在の西吾妻スカイバレーの

前身となる早稲沢林道が開通し、西吾妻山の観光

開発が始まり、未舗装だったこの林道も陸上自衛

隊により再整備され、昭和48年に西吾妻有料道路

として開通し、現在に至っております。 

  このように、天元台高原は歴史的背景のある場

所で、天元台の歴史を記した書籍や関係資料を展

示することは、市民に広く天元台を知っていただ

くよい機会でもあり、また後世に広く伝える場所

として記念館は意義あるものと認識しております

ので、活用できる資料がどの程度あるのかや既存

施設で活用できる施設やスペースがないのかなど、

株式会社天元台や各関係団体と協議、検討してま

いりたいと考えております。 

  次に、天元台へ皇室からの御訪問をいただけな

いかについてですが、昭和30年代以降の記録では、

皇室からの米沢市への訪問については、主なもの

で、昭和34年に本市の御成山と蔵王で開催された

国民体育大会冬季大会の際、第二中学校校庭で開

催されました開会式に高松宮殿下をお迎えしてお

ります。 

  昭和35年には、昭和天皇・皇后両陛下が上山市

で開催されました国土緑化大会植樹祭に御臨席さ

れた翌日、米沢を訪問され、本市の産業施設であ

る織物工場や電気機械工場などを視察されており

ます。 

  また、今上天皇が学習院中等科時代の昭和48年

には、１月と７月に授業の一環で天元台スキー場

に御来台され、公務としても、平成15年に本県で

国民文化祭が開催された際に皇太子同妃両殿下と

して本市にも行啓されております。 

  さらに、平成17年と平成22年には、高円宮久子

妃殿下がグラススキージャパンカップ大会出席の

ため天元台に来台されているなど、これまでにも

皇室の方々がさまざまな形で本市に来臨されてお

り、そのたびごとに多くの市民にお言葉をお寄せ

いただき、大きな感動と深い感銘を受けたことが、

今なお市民の心の中に残っているものと考えてお

ります。 

  議員より、他地域での事例などを踏まえての御

提案がありましたが、皇室から米沢市への訪問に

つきましては、その進め方や県との連携などさま

ざまな課題もありますので、庁内の関係課とも協

議し、情報収集に努めていきたいと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） それでは、順番に質問

させていただきます。 

  建設部長のほうから、小型ロータリー除雪車に

は限りがありますということが御答弁ありまして、

今の台数を私は増強したらどうかと思うんです。

過去の米沢市の増強の仕方はいろいろな方法があ

りますが、一つは新車で購入する場合は国庫補助

で、国交省の補助金を使って要望をして購入した。

中には大型のロータリーも購入していますが、ぜ

ひそういったのを有効に使っていただけないかと

私は要望したいのです。 

  さらにです、もう一つは購入の仕方で、中古で
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購入している場合があったんです。それは道路公

団といいますか、高速道路を除雪しているところ、

道路公団とかそういうところの払い下げの分を格

安でいただいたと。国のほうはどんどん更新しま

すので、それを払い下げての購入をして、そして

それを民間に貸し出しをして委託、除雪している

ということでありますが、そういったことをぜひ

今後頑張っていただきたいと。これはなぜ言うか

というと、備えあれば憂いなしだと。というのは

気象的に、過去40年間のデータを見たところ、必

ずではないんですけれども、雪の少ない年の次は

大雪、雪の少ないときが２年も続けば大雪がまた

２年も続く、そういった気象状況、なかなかおて

んとうさまの話ですから難しいんですけれども、

万全の態勢をしていただきたいと思うんですけれ

ども、この件について御所見をお聞かせください。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 ただいま除雪機械の増強の話

がありましたけれども、御承知のとおり、雪寒指

定路線という延長がありまして、そこから出る分

は増強とかそういった対策もとれるんですけれど

も、今のところ機械の更新というようなところが

中心になっております。そして、老朽化に伴って

更新等は防災安全交付金で要望したりしていると

ころでもあります。 

  そしてお話があったとおり、県からの中古とい

うようなところでいいものがあれば、財政当局と

相談しながら手を挙げているところでもあります。 

  御提案あった道路公団の機械というふうなとこ

ろは、どういった形がとれるかちょっと勉強させ

ていただきたいと思います。 

  答弁したとおり、ロータリー除雪車、特に効率

性があると思いますので、引き続き機械の充実に

当たってまいりたいと思います。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 雪寒道路というのは規

定があって、キロ数が少ないんですね。だから、

それを買うテクニックとしては、耐用年数が過ぎ

ればその機械を別な路線に変えるとか、それを民

間に払い下げをして、ただそれは条件つきで、市

道除雪に使っていただくと。その中で増強してい

ったという過去の経過もありますし、道路公団に

つきましては、たしか平成12年度、13年の大雪の

直後に国の方が来られて、そのときに、もしいい

のがあったら使ってくださいということがあった

というふうに記憶しております。 

  そこら辺、別の視点から御質問をさせていただ

きますけれども、狭い道路でのロータリーの活用

なんです。というのは、雪が降りまして、たまっ

てくると幅出ししてくださいというんですけれど

も、ところが幅出しできない市街地、旧市街地と

いいますか、まちのところがありまして、そのと

きにロータリーでちょっと積むと拡幅ができるわ

けです。それで大変住民サービスの質がぐっと上

がるというような格好で、そこで、さらにそれで

も足りなかったら町内協力会というふうにワンス

テップ置けるということができると思うんですけ

れども、そういったところ、御町内のほうにもＰ

Ｒするというよりも、台数に限りがあるから、一

斉に雪降った後でどこも同時には行けないという、

そういう物理的な問題もありますけれども、ぜひ

これは御検討していただきたいという要望だけに

しておきます。 

  あと、今回通告はしなかったんですけれども、

先ほど堤議員からも、市内には空き地がふえてい

るとありましたが、実際の事例で青森県内の自治

体ですけれども、例えば古い家を取り壊すと、建

物の税金はなくなりますけれども、土地のほうが

６分の１の軽減が外れて固定資産税がぐっと上が

るんですよ。今どうかはあれなんですけれども、

そういったところに雪押し可能ですよと、それを

事前に雪の降る前に町内と業者さんとの話し合い、

あるいは町内と土地所有者の方との話し合いで、

そこに雪押ししていただくとなれば、町内除排雪

協力会の負担軽減。というのは、町内の負担とい

うのは何かというとダンプ代なんですよ。一斉に
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雪が降って一斉に排雪になると、幹線道路も渋滞

で、時間精算のダンプ代が負担になって、それで

町内の会計上に負担が来るというわけで、それは

おわかりだろうから私言いませんでしたけれども、

だからそういった負のスパイラルをプラスにして

いくというふうなところも御検討いただきたいと

いうことで、一言いただければ幸いですが。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 お話があったとおり、路線路

線で押す場所があると非常に助かるところではあ

ります。そういったところで、沿線の御町内の方

に見つけていただいたり、路線業者と調整をとっ

て押させていただいているところでもあります。 

  他自治体で御紹介のあった取り組みなどを研究

してまいりたいと思います。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 水利権の問題になるか

どうかですけれども、水の有効利用で、今から30

年ほど前でしょうかね、西部地区の当時の市議会

議員の方が大変熱を入れて、大樽川から水をくみ

上げて、そして国道121号から堀立川まで流す流雪

溝の整備を西部地区、地区委員会かな、そういう

ところでやって、今現在、あれから二、三十年た

っていますけれども、大変有効なわけですよね。

ですから堀立川、あそこは町内で言うと桂町から

堀立川橋からずっと大樽橋のところ、そこは両方

大変いい感じでいくわけなんですね。ですから、

そういったところもインフラ整備の中で御検討い

ただきたいということで要望しておきます。 

  続きまして、２番目のひきこもりの関係ですね。

これなかなか、私もお医者さんでもないし、心理

カウンセラーでもないものだから、難しくてあれ

なんですけれども、最近のニュースとかで見ます

と、対応についていろいろ慎重にしなければいけ

ないと。しかし、相談するときに、本人が相談に

来るわけではないものですから、御家族、あるい

はその友人とかが心配なわけですよ。ですから、

そういった窓口をしっかりと門戸を開いていただ

いて、なかなかそういった家族とか兄弟とかいる

と相談しにくいというか体裁が悪いじゃないです

けれども、しづらいみたいなそんな気持ちがあっ

て、役所って敷居が高いな、保健所って行きづら

いなというところを少し低くしていただきたいと、

そういう対応をとっていただきたいという内容だ

ったので、一言、部長からいただけますか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 窓口として、市役所のほ

うに来て御相談いただければ、今議員がおっしゃ

ったような敷居の低い対応というのは常に心がけ

ているところであります。 

  さらに、このたびさまざまひきこもりの問題の

中で、民間の方々がそういった相談の窓口の活用

というふうなことで、さまざま御要望いただいて

いる点もございますので、今後そういった窓口の

展開についてもさまざま考えてまいりたいという

ふうに思っております。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） ぜひよろしく推進をお

願いいたします。 

  続きまして、３番の吾妻山を中心とした観光ネ

ットワーク策、これちょっと時間をとらせていた

だいて質問させていただきますけれども、先ほど

産業部長からの中で環境省の自然公園法と国土交

通省の絡みで、私も実は本省までも電話していま

して、法律の改正、あとは法律にないものだから

どこかないですかと言ったら、通知でやっている

んですよという話までも突っ込んだ話なもので、

ちょっと意地悪かもしれませんけれども、質問さ

せていただきました。 

  自然公園法では、確かに届け出をいっぱいしな

ければいけないし、ネットで見ると、届け出して

計画の変更をする場合は審議会にかけなければい

けないと。審議会なんて聞くといかにもハードル

が高い雰囲気ってありますけれども、ところが違

って、きょう議長のお許しをいただいて地図、資

料も添えましたけれども、磐梯吾妻・猪苗代地域
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なんかこれくらいあるものだから、ちょっと看板

直したときも全て計画の変更なんですよ。ですか

ら毎年の計画なんていうのは全国から山ほど出て

いまして、何でもオッケーということで、法律の

解釈もここなんですよ。環境省の自然公園法では、

国立公園内に国営公園等はできます。ところが国

土交通省所管の国営公園の法令では、国営公園を

設置するときは国立公園を除くというのがあるん

ですよ。だから環境省のほうではいいんだけれど

も、国交省のほうではだめだと言っているんです。

これ確認しています、両方の中堅どころに聞いて

いまして、ですからそのハードルは高いというこ

とはわかりますが、千里の道も一歩からと言って

いますので、じゃ国営公園、県の公園でもいいん

ですけれども、まず国営公園だけにしますと、次

に掲げる公園または緑地で公園を設置するものと

ありましてね、ほとんどが歴史関係とかそういっ

た公園で、天元台のあのエリア、私ね、天元台だ

けを言っているんじゃないです。白布、大平温泉

まで考えてやっていまして、その中で知ったとこ

ろ、17の中で一つ、全く天元台と似ているような

ところがあって、北海道の札幌市南区滝野にあり

ます滝野すずらん丘陵公園というのが、395.7です

から約400ヘクタールのところで、国営公園になっ

ているんです。大きくはないですけれども、大き

いというか、スキー場は天元台ほどでないけれど

も、スキー場も完備しているというところがある

わけです。 

  ですから、そういったところをちょっと研究し

ていただきたいし、あのエリアといいますか、こ

の地図で見ますと何で問題かなというか、いろい

ろ考えたら県境でスカイバレーが冬場閉鎖されて

いますよね。だから、ぐるっと国道121号を回るか、

高速行って、福島から国道115号で行くしかないわ

けですけれども、地図で見るとそんな距離じゃな

いけれども、ネットワークというのがなかなかし

づらいのではないかと、冬期間の。 

  ですから要は、皇室の方をお呼びしなさいって

大きいこと言っているなと言いながら、実は皇室

の方をお呼びすると不思議なことにマイナスのこ

とがプラスに変換するというか、いろいろなこと

があるわけです。先ほど御成山の話がありました

けれども、私も勘違いしていたんですけれども、

よく調べたら、御成山というのは昔、化物沢と言

った。てっきり私は上皇様が皇太子のときにいら

っしゃったと思っていたら、違っていたんです。

昭和13年に秩父宮様がお越しになったときに変え

られたと米沢市の郷土史に載っていました。一つ

賢くなったなと思いましたが、ですからここのと

ころのマイナスをプラスにすると。 

  もう一つ、平成23年９月に、上皇様御夫妻が県

内の水族館にお越しになられたと。この水族館と

いうのはもともと第三セクターで経営の危機で、

館長さんが自分で債務保証して、もう厳しいと。

それをＶ字回復した水族館、これはノーベル賞を

おとりになった先生のアドバイスがあったとか何

とかってネットに出ていましたけれども、言うな

れば海にいるクラゲ。私も行ってクラゲの水族館

を見てきましたけれども、やっぱりほかにないも

のをどんとやると、そういった研究が必要じゃな

いかと思いまして、じゃ、やって、市のほうに探

してくれと言うだけじゃないから、遠藤議員、何

かあなたも調べたのかという話をしまして、ちょ

っとひもといてみました。そうしたところ、きょ

う昔の話はしませんでしたけれども、白布温泉の

東屋さん、あと中屋さん、西屋さんのところに直

江城州公鉄砲鍛造遺跡というものがあるわけです

よ。何でここにそういう鉄砲の、火縄銃の製造の

ところが、物の資料をとらせてもらって見たんで

すけれども、大体1600年ころに鉄砲をつくってい

たと。その鉄砲は大坂冬の陣で大活躍したと。何

でそこでできたかというと、鉄砲製造が相手の敵

にわからないように山奥でしなければいけないと

いうことが一つ。もう一つは、多分これは硫黄が

あってと出ているんですよ。硫黄とは何かという

と火薬なんですよね。火薬に使って。だから、大
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笠の硫黄鉱山が戦時中がんがん、ぐっと伸びたと

いうのは何でかというと、戦争用の火薬に使うか

らだったんではないかと思われます。これは郷土

史には、そこの戦時中のところはそこは薄かった

んですけれども、そんなところで、ですから国営

公園なりを設置するときには歴史が必要だという

のがありまして、私今回、天元台の歴史記念館と

言いましたけれども、単なる歴史じゃなくてもっ

と奥の深いもの、言うなれば米沢には上杉まつり

のときに火縄銃のバンバンという、やっています

よね。そういった歴史もあるわけだから、そうい

ったところからぐるっとやるような歴史館も将来

には必要ではないか。その中で法律の大きい障害

をいかにして乗り越えるかというのを、二歩目を

歩まなければいけないのではないかと思うわけで

す。 

  もう一つ、国立公園の区画変更はどこでもやっ

ていますと。ただ、ここなんですよ。部長の答弁、

ちょっと違っていたんじゃないかと思って、私も

再度、後ほど確認しますけれども、面積は変えて

いけないというんですよ。減らしたりふえたりと

いう面積を変えないでの変更は幾らでもやってい

ますよと本省の方おっしゃっていましたね。です

から政府高官といいますか、環境省関係の大臣と

は言わなかったけれども、副大臣とか政務官の記

録を読ませてもらったら、全国の国立公園をお回

りになって、登山といいますかトレッキングをさ

れている。トレッキングとか状況を確認されてい

ますから、ぜひそういった方とかを県を通じてで

も要請していただきたいなと要望なんですけれど

も、法律で見ていて、できないからではなくて、

まず現地をそういった方に見ていただくというこ

とが大切と思いますが、担当部長、一言いただけ

ますか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 議員冒頭におっしゃいました

50年先を見据えて、索道や施設の更新の手だてを

講じる必要があると。その言葉、大変重いなとい

うふうに伺ったところでした。 

  天元台の誘客も含めて、経営も含めて活性化で

きるように、さまざまな手だてを講じていきたい

というふうに改めて感じたところでした。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 天元台という言い方を

するとあれなんですけれども、何でうまくいかな

いかというと、ロープウェイがとまると上に上が

れないわけですよね。ですから、県内であれば索

道しているところは蔵王山があるわけ。そこは索

道が一本じゃなく、中央ロープウェイから何から

ずっとあるわけで、ぐるっと回れるわけですよ。

それで私も地形はどうかなということで、大手の

地図の写真を見ました。そこで見たところで、ご

くごく最近の、すぐ先ごろですけれども、地元の

重鎮から御指導いただきまして、大平温泉の冬の

雪おろしは天元台から行っているんだという話を

ちょっとお聞きしたんですよ。地図で見たところ、

はかってみました。そうしたところ、天元台から

ちょうど１キロなんですね。どのくらいの距離か

というと、松川堰の井戸を掘っている場所くらい

の距離。ただ、山があるから見えないだけで、そ

こが大平温泉。 

  あともう一つ、今、白布温泉で空き家になって

大変苦労しているところがあるんですよ。ちょう

ど入り口の旧かんぽの宿、あれが閉鎖してもう幽

霊屋敷になっていますけれども、あれもどうかと。

ところが、天元台の湯元駅から真っすぐだと２キ

ロなんです。そうすると、そういったところをま

ずはトレッキングコースにしながら、そこからス

タートで、将来的には索道をつけるなんかすると、

一本とまってももう一本使えるんじゃないかと。 

  ちなみに、融雪道路につきましては、かんぽの

宿からぐっと上って温泉街を通って、スカイバレ

ーの入り口といいますか閉鎖口、そこまでは山形

県が管理の融雪道路、下、パイプが通っているわ

けですよ。そこからちょうど湯元駅に行くまでは

米沢市の融雪道路で、パイプが通って、雪を消し
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ているわけですよ。そうすると、その距離よりも、

湯元駅から旧簡易保養センターまでの距離のほう

が短いくらいなんです。ちょうどＬ字よりも直線

の坂で。ですからそういったところも長期的に検

討しなければいけないと思いますが、これは要望

です。研究してください。 

  次にもう一つ、観光とかのネットワークという

のは、見て、体験して、食べてだと思うんですよ。

硫黄に関することで爆発的にやっているところは

ないかなと見ましたら、富士箱根伊豆国立公園内

にあります箱根の大涌谷に黒い卵。ネット上では、

これを食べると７年寿命が延びるって。先ほども

がんの話、堤議員熱心にされていましたけれども、

７年というのは、これはそう言われているという

話だけであって、実際に根拠はなくて、七福神の

七から７年だというところはありますが、じゃ米

沢、御当地を見れば、御当地の温泉、小野川温泉

にはラジウム卵ってあるんです。これは体によく

て、秋田の玉川温泉とかありますから、例えばラ

ジウム卵をさらにそういったところで上げて、黒

たまごじゃないけれども、新しい商品開発をすれ

ば、これは本当に体にいいんだとならないかとい

う程度のことでありますが、新しいものを創造す

るということは大切と思いますが、一言いただけ

ますか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 観光の視点からすれば、さま

ざまな素材が必要だというふうに考えております。

お客様のニーズも多様でございますので、そうい

ったものに少しでも訴えられるさまざまなアイテ

ムといいますか、そういうものをそろえていきた

いなというふうに考えておりますので、それにつ

きましては観光関係の団体等ともいろいろ勉強し

てまいりたいというふうに考えます。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 今回は観光のネットワ

ークでありますので、磐梯朝日のネットワークと

いうと大き過ぎますので、ちょっと縮めて言いま

すと、地図を見て思ったのは、米沢の南原地区の

ずっと奥、東李山の奥に大平集落があるわけです

よ。そこと天元台ってそう遠くはないわけですよ。

ところが市内から大平まで行く交通がない、バス

がないと。ですからこれは通告していませんから

あれですけれども、大平からのトレッキングがあ

って、天元台まで行って、天元台から白布温泉に

行ってということで、ぐるっと回る。米沢市内の

観光ですよ。大平集落、大平温泉、南原地区とい

うか、市内からずっといいんですけれども、白布

温泉、小野川温泉、また駅にという、そういうネ

ットワークもできないものかなんて感じておりま

すので、ぜひ御検討をいただきたいという要望と

いたしますが、一言お願いします。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 先ほども申し上げましたとお

り、観光素材はたくさんあって、だめだというも

のではございません。お客様のさまざまな興味、

関心が得られるようなメニュー、そういった取り

組みを検討してまいりたいと思います。 

○鳥海隆太議長 以上で12番遠藤正人議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時１９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時までに終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することにし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ
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とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、子供たちの夢を実現するために外１点、

21番小島一議員。 

  〔２１番小島 一議員登壇〕（拍手） 

○２１番（小島 一議員） 改めまして、皆様、こ

んにちは。 

  本日、９月定例会の一般質問の初日、５番目と

いうようなことで、私で最後でございます。もう

しばらくおつき合いをお願いしたいというふうに

思います。 

  また、雨が降って足元悪い中、傍聴にお越しい

ただきました皆様、まことにありがとうございま

す。皆様方の思いも背中にしょいながら、精いっ

ぱい一般質問のほうを進めていきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

  先日、市制施行130周年記念事業並びに記念式典

が挙行されました。議員の皆様方も当局の皆様方

も、多くの皆様が御参加されたところでございま

すが、この記念式典が挙行されましたことはまこ

とに喜ばしく、また、この米沢市政のこれまでの

取り組み、積み上げというふうなことに御尽力を

いただいてきました先輩諸兄に改めて敬意と感謝

を申し上げるところでございます。 

  これからの市勢発展のために、私自身も自分の

役割とは何なのかを自分自身に問いかけながら、

鋭意努力していきたいと気持ちを新たにしたとこ

ろでございました。 

  さて、質問に入る前に一つ御紹介をさせていた

だきます。 

  この８月並びに９月の２カ月間、市内の山形大

学工学部、米沢栄養大学、米沢女子短期大学の大

学に通う大学生が、議員インターンシップという

ふうなものに参加しております。ここの議場にお

られる議員の方々も、何名かの方々が学生の受け

入れをされているというふうなことでございま

す。 

  また、インターンシップに参加をされている学

生のほうで希望したインターン生によります未来

国会2019南東北予選が先日、仙台市において開催

されました。本市議会の関係者で言いますと、相

田克平議員のインターン生が参加されました。詳

しい内容について私が触れてしまうと、相田議員

が後で話すことがなくなるというふうなことにな

らないように、あえて詳しくは申し上げませんが、

大まかに言いますと、30年後の日本の未来をどう

したいか学生自身が考え、具体的に10年後まで何

をしていくかを政策として考えてプレゼンをして

いくというふうな内容でございます。過去には市

長もお聞きになられたことがあろうかというふう

に思っております。これからの日本の将来、ＡＩ

の加速度的な開発、普及、ＩｏＴ、ＩｏＡが日常

生活を飛躍的に改善をしていくことが予想されて

いる中で、学生たちはそれぞれの視点、考え方で

理想の未来を発表してくれました。 

  最後に私から講評というふうな時間があったの

で、その中で申し上げたことは、自分自身の原点、

考え方の原点をしっかりと持ってほしいというふ

うなことをお伝えさせていただきました。世の中

が急速に変化する現代、ともすると自分自身を見

失ったり、今やっていることが果たして本当に必

要なことなのかどうか疑問を持ったりしてしまい

がちです。そんなときに、自分の原点とも言うべ

き初心を忘れずに行動してほしいという願いを込

めて申し上げさせていただきました。話をしなが

ら、私自身も自己の原点を忘れることなく行動し

ていかなければならないと改めたところでありま

す。 

  本市におきましても、都市計画マスタープラン、

立地適正化計画を初め多くの計画が来年度見直し

や策定の時期に来ているようであります。計画策

定の本来の目的を見失うことなく、よりよい計画

策定に取り組まれることを願うところであります。 

  子供たちの未来にどのような米沢を残してやれ

るのか、大人の責任として誇りある地域を残して

いけるような前衛的な答弁を期待しつつ、早速質
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問に入らせていただきます。 

  このたびの私の質問は、大きく２点について質

問をいたします。 

  まず１点目は、子供たちの夢を実現するための

今後についてと題しまして、運動に取り組む子供

たちの現状と今後についてお伺いをいたします。 

  まずは、中学校の部活動についてお伺いいたし

ます。 

  恐らく皆様方、御承知のことと思いますが、本

年度から部活動の活動時間が変更になりました。

文部科学省、スポーツ庁が発行した運動部活動の

在り方に関するガイドラインにのっとり決定され

たことと推察いたしますが、その内容は、簡単に

言えば、学期中にあっては週当たり２日以上の休

養日を設けること、夏休み、冬休み、春休みのよ

うな長期休業中は学期中に準ずること、運動部以

外の活動ができるよう、ある程度長期の休養機会

を設けることなどの休養に関すること。また、１

日の活動時間は、平日においては２時間程度、土

日を含む休日に関しては３時間程度とすることな

どが記されています。昨年度と比べると活動時間

等に関しまして規定が変更になったわけでありま

すが、このことに関して、運動部活動を担当する

教職員の方々からの実際の声や、実際に実行して

みたことによる状況やその検討に関してはどのよ

うになっているのでしょうか、お伺いいたします。 

  また、一方で、主要大会などに参加する生徒や

保護者からはどのような反応があるのでしょうか。

目指している大会に参加するとなれば、当然なが

ら勝ちたい意欲が高まることは必然であります。

勝つために、いいパフォーマンスをするために、

指導の強化や強化を目的とした練習時間の延長を

望む声などは出ていないのでしょうか、お伺いい

たします。 

  また、部活動を担当する先生方の中には、専門

的知識や経験を有しない場合もあると思います。

そのような場合の対応策として、例えば各種競技

団体と連携して研修会に参加するなどの対応がな

されているのか、重ねてお伺いいたします。 

  先生方の負担軽減も目的の一つとしながら、現

在、外部指導員の採用を図っているところだと思

いますが、その状況はどのようになっているので

しょうか。 

  あわせて、外部指導員となるための明確な審査

や資格研修など、基準となるべき制度設計はある

のでしょうか、お伺いいたします。 

  来年は、先ほど来話も出ていますが、東京2020

オリンピック・パラリンピックが開催されます。

世界の一流選手などのハイパフォーマンスを間近

に見る機会として、多くの国民が心待ちにしてい

ることと思います。子供たちにとっても、憧れの

選手を見出したり、将来の夢につながるような体

験があったり、多くの有意義なレガシー（遺産）

が残されていくことを願うところであります。 

  そういったことをこれからの子供たちの将来を

考えてきたときに、現在、本市では、例えば運動

部に限りますが、将来有望な選手の強化育成はど

のように行っているのか。また、私自身もこれま

で長年子供たちへの普及、育成に携わってきてお

りますので、どういった計画があるのかなという

ふうなところを見せていただいたとき、平成23年

３月に策定されました第３期教育文化計画の中で、

有望選手の強化育成のため、小中高の連携や競技

団体・企業との協力、指導の一貫性を図るという

ふうなことが記されておりました。このことに関

し、現状において教育委員会当局としてはどのよ

うに捉えていらっしゃるかお伺いいたします。 

  次に、スポーツ少年団の現状に関してお伺いい

たします。 

  小学生の健全な心身の発達を大きな目的として、

各種スポーツ少年団がほぼ指導者のボランティア

により活動を続けてこられていると思います。今

後もこの大きな目的達成のために、少子化が課題

となっている現状ではありますが、指導に当たら

れる皆様方におかれましては今後とも御尽力をい

ただければと願うところであります。 
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  一方で、指導に当たる方の高齢化、少年団によ

っては指導者不足が生じているように、現場の声

として聞いているところであります。また、指導

者の後進の育成はなかなか進んでいないのが現状

のようでありますが、当局としては現状をどのよ

うに捉えておられるのか、お伺いいたします。 

  また、今後のスポーツ少年団の展望について、

あわせてお伺いいたします。 

  社会体育指導体制の確立に資するために、スポ

ーツ指導者バンク制度というふうなものを取り入

れておりますが、その登録、利用は十分ではない

というふうなのが現状のようで、その分析もなさ

れております。バンク登録利用をその内容のみで

確立するのではなく、前段で申し上げましたよう

な、スポーツ少年団との現状を踏まえれば、相互

連携を図るための制度として活用できるようにし

ていくなど、幅広いニーズに応えていけるような

体制にその形態を変えていくことも念頭に今後の

検討を進めていくべきではないかと考えるところ

でありますが、当局の現在の見解をお伺いいたし

ます。 

  次に、大項目の２つ目、中心市街地活性化を今

後どうしていくのかについてお伺いいたします。 

  まずは、現状の捉え方に関して御質問をさせて

いただきます。 

  現在、中心市街地活性化計画においてエリア選

定をされている重立ったところでいけばナセＢＡ

周辺においてでありますが、皆様も御存じのよう

に空き地・空き店舗がふえ、閑散としているとい

うふうな印象を持つのが現状ではないでしょうか。

先月には大型商業店も閉店となり、このままでは

一層、中心市街地は活気・活力を失っていくので

はないかと危惧するところであります。当局の現

状認識について、まずはお伺いいたします。 

  これまでの中活事業は、主に市民参加型による

いわゆるソフト事業に対して補助金等を出し、支

援してきているという形態のものが事業内容の主

なものであったというふうに私自身は認識をして

います。今後もこれまでと同様の進め方で事業を

実施していくのか、はたまた今後の展開について、

現在検討されている内容等があればぜひお知らせ

ください。 

  令和２年度、来年度の策定に向けて、現在、都

市計画マスタープラン並びに立地適正化計画が検

討され、先日の産業建設常任委員会協議会並びに

市政協議会においてその中間報告がなされました。

コンパクト＆ネットワークの実現に向けて検討が

続けられているところでありますが、中心市街地

活性化計画との関連性はどのようにしていくので

しょうか。居住誘導エリアの選定などをしていく

ことを考えれば、関連性は少なからず出てくるも

のであると考えるわけでありますが、現在のお考

えをお伺いいたします。 

  次に、活性化という観点から、中心市街地とは

ずれますが、本市の米沢駅前における今後につい

てお伺いいたします。 

  初めて米沢駅におりられた方や久しぶりに訪れ

た方などからは、駅前が寂しいなという声をよく

耳にいたします。また、本市に住まう市民の方々

でも、出張や旅行などから戻られてくると他自治

体とどうしても自分が住まう本市を比較してしま

いますので、比較した状況の中ではどうしても寂

しいというイメージを持つ方もおられるようであ

ります。 

  鉄道を利用して本市を訪れる方々にとっては、

駅前がこのまちの第一印象として記憶されます。

今後、本市での交流人口、関係人口の増加を目指

していく中、駅前の活性化は避けて通れない喫緊

の課題であると考えるわけでありますが、当局の

これからの駅前の活性化というふうなものについ

てのお考えをお伺いいたします。 

  駅前に住んでおられる市民の方々や駅前商店街

関係者の方々も、自分自身の仕事を日々こなしな

がら、何とかにぎわいを創出しようと、さまざま

な事業を実施されております。活性化に資する活

動に関して本市としてどのような支援を行ってき
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たのか、また今後どのようにしていくのか、検討

されている内容があればお知らせください。 

  以上となりますが、答弁に関しましては、わか

りやすく、前向きな答弁をお願い申し上げ、壇上

からの質問といたします。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、子供たちの夢を実

現するためにについてお答えをいたします。 

  初めに、部活動についてでありますが、本市で

は、平成30年３月にスポーツ庁から出されました

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ンに基づき、米沢市における運動部活動の在り方

に関する方針を策定し、昨年の４月から運用して

おります。各中学校では年度初めの会議で全職員

に周知し、練習メニューの効率化を図り、短時間

で成果の上がる練習になるよう工夫するなど、本

方針に沿った活動をしているところです。この取

り組みでの顧問の反応としましては、練習に集中

できてよいという声がある一方、もっと練習時間

が欲しいという声もございました。 

  なお、本市では、これまでも県中学校長会の申

し合わせ事項に沿った活動をしており、平日の練

習日については大きく変わってはおりません。本

方針で変わりましたのは、週休日等に、大会等を

除き３時間を超える練習に制限が出てきたことで

ありますが、そのことによる大きな混乱は生じて

おりません。 

  次に、外部指導員についてでありますが、現在、

学校で活躍いただいている外部指導員は二通りあ

ります。一つは、昨年度から任用されている部活

動指導員です。部活動指導員は、学校教育法施行

規則第78条の２に定められており、実技指導や大

会・練習試合の引率を行うことができます。任用

条件については、国や県では基準は特に示されて

おりませんが、本市では、米沢市部活動指導員取

扱要領を作成し、以下の３点のいずれかに該当す

る方としております。 

  １、教育職員免許法第４条第１項に規定する普

通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者。

２、公益財団法人日本スポーツ協会が認定する指

導者資格を有する者。３、指導員として適格性を

有すると米沢市立中学校の校長が認める者。以上

３点であります。 

  もう一つ、いわゆる外部指導者で、校長が指導

者として適格性を有すると認める者に対して委嘱

をしているものであります。 

  スポーツ庁による運動部活動での指導のガイド

ラインでは、学校や各部の目標、方針等について

理解を得ることなどが記載されております。学校

や生徒たちにとってよりよい指導者を選定してい

くことは重要でありますので、今後とも地域の

方々や社会教育諸団体と連携してまいりたいと思

います。 

  続きまして、生徒や保護者からの育成強化に関

する要望についてお答えいたします。 

  本部活動方針につきましては、生徒には部活動

説明会等の集会の場で、保護者にはＰＴＡ総会や

部活動代表者会などの場で説明し、周知しており

ます。生徒や保護者からは、もっと練習をさせて

ほしいという声も一部聞いておりますが、本市並

びに学校で出されている方針に対しましては理解

を得ていると考えております。この方針では、中

学校体育連盟主催大会前には、校長が学校独自の

休養日、活動時間を設定してもよいこととしてお

り、大会に向けて練習を強化することができる状

況となっております。しかしながら、本取り組み

は、生徒並びに教員の身体的・精神的な健康維持

のためにあるものであり、練習の強化期間や練習

の内容等についても十分な配慮が必要であると考

えます。 

  次に、有望選手の育成強化の現状についてお答

えいたします。 

  現在、小学生を初め、中学、高校、一般の指導

等は、競技の特性や各競技団体等の状況によりさ

まざまではありますが、各競技団体等を通じて指
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導者同士が連携を図りながら、それぞれの段階に

合わせた指導を行っているものと認識をしており

ます。 

  こうした中、本市では、中学校の部活動におけ

る育成強化策として、中学校部活動強化及び支援

事業を米沢市中学校体育連盟に委託して実施して

おり、13の競技専門部に対して合宿費や遠征費等

の支援を行うとともに、各中学校に部活動支援コ

ーチとして地域の優秀な社会人指導者を派遣して

おります。 

  このうち、部活動支援コーチの派遣については、

今年度も全中学校に派遣して指導していただいた

ところであり、学校教育と社会教育の連携を図り

ながら、強化に取り組んでおります。 

  さらに、米沢市体育協会が、中学生、高校生、

社会人を対象に実施しています米沢市競技力向上

事業の中で、中学生スポーツ強化事業として、競

技専門部を通じて補助金を交付し、選手の育成強

化を図っております。 

  こうした事業の成果の一例として、第二中学校

の野球部と女子バドミントン部及び第四中学校の

ソフトボール部が平成30年度の県中学校総合体育

大会で優勝しており、個人においても、水泳飛び

込み、スキーアルペン競技、ジャンプ競技におい

て優勝するなど、輝かしい成績をおさめておりま

す。 

  今後も中学校部活動の競技力向上に向けて、本

市、学校、体育協会、各種競技団体や各地区等と

連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

  最後に、スポーツ少年団の現状をどう捉えてい

るかについてお答えいたします。 

  初めに、本市のスポーツ少年団の状況ですが、

平成30年度は、22種目の63団体で1,247人が登録し

て活動を行っております。また、指導者数は352

人となっております。これは５年前の平成25年度

と比較してみますと、団体では２団、3.1ポイント、

団員数では233人、15.7ポイント、指導者では８人、

2.2ポイント、それぞれ減少しております。 

  なお、県全体では、同じ５年間で団数が70団、

7.2ポイント、団員数が2,501人、12.6ポイント減

少し、指導者数が68人、1.2ポイント増加しており

ますので、団数の減少率は県全体より低くなって

おりますが、団員数については県全体よりも減少

率が高くなっております。 

  また、小中学の児童生徒数に占める団員数の割

合は年々低下傾向にあり、平成30年度は前年度か

ら0.57ポイント低下しており、置賜地区の３市５

町の中では一番低いものの、県全体とほぼ同程度

となっております。 

  競技別では、団数の多い順に、多様な競技を行

う複合並行、続いて体操、サッカー、野球となっ

ており、本市の特徴的な競技としては飛び込みと

フェンシングがございます。団員数では、複合並

行336人、サッカー183人、バスケットボール104

人となっており、新たに卓球や相撲、トランポリ

ンの少年団ができた反面、バスケットボールやサ

ッカー、バレーボールなどでは団員数が大幅に減

少しており、競技によるばらつきが見受けられま

す。 

  また、少年団の指導者は、昨年度の登録者数が

352人であり、この５年間で８人の減少となってお

ります。なお、年齢構成は、40代が39.2％と一番

多く、次いで50代が21％、60歳以上が17％となっ

ております。 

  これを県内の主要な山形市、鶴岡市、酒田市、

新庄市と比較しますと、本市は５市の中で50歳以

上の割合が38％と最も高くなっておりますが、一

方で20代につきましては6.8％と、県全体の6.3％

を上回り、鶴岡市に次いで高い割合となっており、

指導者の高齢化が進んでいる一方で、世代交代も

少しずつ行われているものと認識しております。 

  また、指導者の育成につきましては、毎年、米

沢市スポーツ少年団本部主催の指導者研修会を行

いながら、ジュニア期のスポーツ指導のあり方を

中心に指導者の育成を図っております。 
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  スポーツ少年団は、限りなくスポーツを愛し、

心身ともに健全な人材を育成できる組織であるこ

とから、少子化による団員数の減少や指導者の高

齢化という現状を踏まえ、今後とも関係団体や地

域と連携しながら、より多くの市民がスポーツに

親しめる環境づくりに努めてまいりたいと思いま

す。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、２の（１）現

在の中心市街地の現状をどう捉えているかについ

てお答えいたします。 

  ただいま小島議員のお話の中にもありましたが、

本市中心部における大型店舗がこのたび閉店に至

ったことを受けまして、商業機能のみならず、地

域の活性化の観点からも非常に厳しい状況にある

と痛感しております。また、空き店舗が更地にな

っている箇所も見受けられることから、中心市街

地の空洞化についても憂慮しているところであり

ます。 

  こうした状況下において、一方では町なかへの

居住の優位性が再認識され、近年、マンションの

建設計画が相次いでいるほか、ビルの一部リニュ

ーアルや中規模のドラッグストアが立地するなど、

中心市街地における民間の投資や活動が一定程度

行われていると感じており、それらの動きについ

て注視しているところであります。 

  議員の御認識のとおり、依然として厳しい状況

にある中心市街地ではありますが、基本的には、

これまでもお話ししておりますとおり、さまざま

な民間活動や公共投資などが相乗効果を発揮して

こそ活性化がなし遂げられるとの考えから、現時

点では市の事業として実施できるものについては

しっかり取り組んでいくことはもちろんですが、

民間事業と連携できるものはその支援策を検討し

ていくという方針に変わりのないところでありま

す。 

  現在、具体的に動いているものとしましては、

ナセＢＡから白布街道までの区間の市道について

一方通行を解消し、歩道整備による双方向への通

行にできないかを地元や関係機関との協議を行い

ながら調整している状況であるほか、県事業とし

て進められている丸の内交差点改良についても、

その早期実現を市の重要事業として県当局に要望

しているところであります。 

  また、先般、米沢商工会議所の会館建てかえ計

画が示されましたが、市街地における重要な経済

的機能でもあることから、その支援策についても

検討しているところであります。 

  さらに、御意見にございましたソフト事業につ

きましても、ナセＢＡの整備による集客効果を維

持継続していくために、現時点では必要な事業と

して考えておりますので、当面、継続していく考

えであります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、２の中心市街地の

活性化についての御質問のうち、（２）の立地適

正化計画と中心市街地活性化の関係性はについて

お答えします。 

  初めに、立地適正化計画と中心市街地活性化基

本計画――以下、中活計画と言わせていただきま

す――のそれぞれの制度についてでありますが、

まず、先行して国が制度化をしました中活計画の

制度について簡単に概要を説明しますと、中心市

街地という特定の区域について、この区域を活性

化するため、ハード事業やソフト事業を組み合わ

せながら行っていくまちづくりの制度で、商業活

性化の色合いが強い制度であります。 

  一方、現在策定中でもあります立地適正化計画

の制度につきましては、従来の都市計画法で補い

切れない不足部分を補完しつつ、上位計画や関連

法令を組み合わせて、都市全体、具体的には都市

計画区域を対象にまちづくりを検討するための制
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度であって、土地利用計画的な性格を基底に据え

た計画となります。 

  大きな違いとしましては、立地適正化計画のほ

うが、スポンジ化する市街地への対応や、周辺地

域から中心市街地へのアクセス性を担保する公共

交通ネットワークの構築を含めたさまざまな課題

について、より広い範囲を計画の対象としている

点にあろうかと思います。 

  以上のように、幾つか制度上の相違点がある一

方で、両制度ともコンパクトなまちづくりを目標

とするという共通点があり、また拠点となる区域

を設定し都市機能を誘導・集約しようという施策

の基本的な方針についても同様であります。 

  そのような観点を踏まえまして、特に立地適正

化計画において設定しようとする都市機能誘導区

域につきましては、コンパクトなまちづくりとい

う共通の目標を踏まえつつ、中活計画による中心

市街地の区域を参考としながら、一定の整合性を

持たせたエリア設定としていくことで考えている

ところであります。 

  立地適正化計画につきましては、これから誘導

区域・誘導施設の設定と、計画の実現に向けた取

り組みへの具体的な検討に入ってまいりますが、

殊に誘導区域の考え方などにつきましては、市民

の皆様から御理解が得られますように、丁寧な説

明に努めてまいりたいと思っております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、２番、中心市街地

の活性化についてのうち、（３）米沢駅前エリア

を今後どうしていくのかについてお答えいたしま

す。 

  まず、米沢駅前エリアにつきましては、交通結

節点である米沢駅を中心に公共交通網が集約され

ており、異なる交通手段を「つなぐ空間」として、

また人が「たまる空間」として、通勤・通学、観

光等で数多くの人々が行き交うとともに、公共施

設、宿泊施設、飲食店等が集積された本市にとっ

て重要な拠点形成エリアであると認識しておりま

す。 

  この重要な米沢駅前エリアでは、相互扶助組織

として昭和44年４月に米沢駅前商店街振興組合を

設立し、近隣町内会等と連携しながら、本市の玄

関口として市民の方々はもとより、米沢駅を利用

する全ての方々に喜んでいただけるまちづくり、

にぎわいのあるまちづくりを目指し、さまざまな

活動を行っております。 

  活動内容につきましては、昨年度、米沢駅前商

店街振興組合設立50周年に当たり、記念イベント

として、スタンプラリー事業を実施し、市民の皆

様のみならず、他地域の方々にも米沢駅前商店街

に数多く足を運んでいただきました。 

  また、継続事業である駅前仮装盆踊り大会の開

催や上杉雪灯篭まつり協賛イベントとして、米沢

駅前に雪ぼんぼり、創作雪像アートの制作や、甘

酒、豚汁、玉こんにゃくなどの振る舞いを行い、

米沢駅前エリアのにぎわいを図りました。 

  そのほか、街路灯を有効活用したフラッグ事業

では、統一感のあるフラッグを装飾することで駅

前通りのにぎやかさを演出し、春の上杉まつり、

夏の駅前仮装盆踊り大会、秋の駅前商店街50周年

記念事業への高い宣伝効果を生み出すことができ

ました。 

  さらに、ことしは新たな冬の事業として、米沢

駅前広場を会場に、イルミネーションによる「米

沢駅前キラキラ大作戦」を計画しており、その中

ではスタンプラリーの開催や飲食ブースの開店な

ど、米沢駅前におけるにぎわいを創出する事業が

開催される予定です。 

  このように、米沢駅前商店街振興組合は、米沢

駅前エリアのにぎわいづくりを図るため、中長期

的な計画を策定し、毎年さまざまな事業に積極的

に取り組んでおります。 

  市としましても、このような取り組みは商店街

の活性化、商業の振興、ひいては地域経済の発展
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につながるものと考えており、商店街が将来にわ

たり持続的に発展していくよう、昨年度より米沢

市中心商店街未来創造事業を創設し、支援を行っ

ているところでございます。 

  今後におきましても、米沢駅前商店街振興組合

や近隣町内会と米沢駅前エリアの活性化に向けた

話し合いを持ちながら、商工団体等との連携を図

り、引き続き米沢駅前エリアのにぎわいづくりに

努めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） まずは御答弁ありがと

うございました。順を追って再質問のほうをさせ

ていただきたいと思います。 

  まず、中学校の部活動、私ちょっと、済みませ

ん、認識が１年ずれておりました。大変失礼いた

しました。御訂正させていただきます。 

  昨年度１年間の中の検証も踏まえた上で、教育

長のほうから御答弁あったわけですけれども、ま

ず、活動時間が減少したことによっては、減少を

前向きに捉えた中で、集中した練習環境が構築で

きるというふうな考え方がある一方で、やはり、

よりもっとという意欲といいますか、というふう

なものに対しては、時間的制約、縛りというふう

なことに対してもうちょっと時間の緩和というも

のを望んでいるというのが現状であるというふう

な御答弁だったかなというふうに理解をさせてい

ただきました。 

  この計画を策定するに当たり、スポーツ庁が発

行していますガイドライン、私のほうでも読ませ

ていただきました。このガイドラインに沿った形

が明確に進められると非常にすばらしい部活動の

あり方といいますか、活動の状況が生まれるんで

はないかなというふうに私自身も感じたところで

ありますけれども、その中で、活動時間の部分に

関してまず一つ言えるのは、ガイドラインのほう

にも記載されておりますけれども、科学的なトレ

ーニング、これまでのいわゆる時間をかけて熱血

指導でやっていくというふうな従来の形ではなく

て、スポーツ科学に準拠したより効率的な活動を

していくことが、成長期における中学生の部活動

にとって非常に有効であるというふうな研究成果

を踏まえた上で、スポーツ庁のほうでこちらのほ

うのガイドラインを策定しているのかなというふ

うに私のほうでは解釈をさせていただいています。 

  そういった中において、本市においていわゆる

効率的な活動というふうなもの、各種いろいろな

競技があるわけじゃないですか。野球、サッカー

に始まり、ひいては先ほど教育長のほうからあっ

た例えばフェンシングだったりとか、本市独特の

部活動まである中で、それぞれの競技においては、

効率性であったり効果の向上というふうなものは

非常に多岐にわたると思うんです。そこら辺を具

体的にどういうふうに進めてこられているのかお

伺いしたい。 

  あわせて、先ほど壇上で少し申し上げさせてい

ただきましたが、部活動の顧問につかれる先生方

というのは、必ずしもその競技の専門的知識、経

験というふうなものを有している先生方だけでは

ないと思うんです。そういった先生方に対しての、

部活動を所管するに当たっては、競技に対する基

本的な部分から、一部専門的なものも入るのかも

しれませんけれども、指導者側の指導というふう

なもの、研修も含めてどういったことをされてい

るのか、先ほど答弁あったかもしれませんけれど

も、改めてお伺いしたいというふうに思いますが、

いかがですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 まず、中体連には各競技

ごとに専門部というふうなことで専門部体制をと

っておりますけれども、そちらと各競技団体との

関係はどこも良好であるというふうに捉えている

ところであります。その中で、中体連からの御要

望なども各競技団体にお伝えをし、競技団体で精

査していただきながら、講習会あるいは子供たち

の大会等も実施していただいているというふうな
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ことであります。 

  その中で、各競技団体で競技者向けの講習会と

いうのが多く開催されることはあるというふうに

思いますけれども、なかなか指導者向けの講習会

というふうなことについては多くは開催されてい

ない状況はあるかなというふうに思います。ただ、

子供たちを相手に指導者が模範的な指導法を教え

てくださるわけですので、そこに引率する教員に

ついては指導法を学べるいい機会であろうという

ふうに捉えているところでございます。 

  この部分の研修につきましては、教育委員会と

しては全体的な研修というようなことは行ってい

ないというふうなことでございます。それぞれの

競技が多岐にわたるものですから、一つ一つの競

技の特性に合わせた研修というのはなかなか難し

いということもありまして、そのような研修を行

っていないというふうな状況にあります。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） というふうな状況なん

ではないかなというふうに私自身も推察はしてお

りました。なので、だからこそ外部指導員の部分

をあえてお聞かせをいただいたわけなんですけれ

ども、まだまだ充足率は高まっていませんよね。

一つの中学校においても、部活動の種目でいけば

多いところで優に10は超える、ましてや男女に分

かれればなおさらだと思いますし、その中で指導

に当たられる先生方が専門性を持たないというふ

うなことになればまだまだ、先ほど教育長のほう

からあった２つのパターンを有しながら外部指導

員もしくは部活動指導員を登用していくというふ

うなものは今後ますます進めていかなければなら

ないというふうな現状にあろうかというふうに思

いますが、現在の本市の考え方についてお伺いい

たします。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 外部の指導者につきまし

ては、先ほど申し上げたように、まずは部活動指

導員、こちらは法にも規定されておりまして、報

酬等もお支払いをしてというふうな形で任用させ

ていただいている方でございます。そちらについ

ては、今年度から市内の７中学校全てにお一人ず

つ配置というふうなことで入っているものでござ

います。先ほど議員お述べのように、部活動数は

多いというふうなことでありますので、各部に配

置するなんていうようなことは到底まだ数として

は足りていない状況ではありますけれども、少し

ずつふえているというふうな状況でございます。 

  あと、もう一つ、校長委嘱による外部指導者の

ほうでございますけれども、各学校で必要なとき

に、そういったお願いできる方を探して委嘱をさ

せていただいているというふうなことでございま

すけれども、特に専門性を有さない顧問がついた

場合などには多く委嘱させていただいているとい

うふうなことであります。 

  ただ、こちらについても、学校判断で、この部

にはお願いしたほうがいい、あるいはこの部につ

いては顧問で可能であるというふうなことなど精

査してお願いしているわけですけれども、なかな

かお願いする方についてもそれほど多くはいらっ

しゃらないところもありますので、必ずしも希望

する数に見合った方をお願いできているかという

ふうになりますと、そこについては難しい状況も

あろうかというふうに思っているところでござい

ます。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） 先ほど来言っているス

ポーツ庁が出しているガイドラインの中にも、外

部指導に当たられる方々について記載がされてお

りまして、部活動指導員の配置等々、また校長の

監督を受ける方々というふうなところの規定とい

うか考え方がね、ガイドラインですから記載をさ

れているようであります。何を言わんとしている

かというと、必要としているところになかなか配

置ができていないというふうな現状を踏まえたと

きに、先ほどスポーツ少年団のほうでも申し上げ

ましたけれども、各種競技団体でとか、もっと言
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えば各企業であったりとか、さまざまな協力体制

を得ながら、指導に当たられる方々をいかに任用

していくかというふうなことを今後目指していか

なくてはいけないんではないかなというふうに思

うところなんです。教職員の働き方改革というふ

うなこともあって、教員の方々の負担軽減という

ふうな部分も外部指導員の方々が入ることによっ

て一定程度、その効果が生まれるものというふう

に思っておりますので、この点に関しては文科省

のほうも先月末ですか、概算要求を3,500億円でし

たか、されているというふうなことを報道等で見

ていますので、その重要性は国のほうとしても認

識をしているというふうなことだろうというふう

に思います。 

  そういった中で、本市としては今後とも外部指

導員、部活動指導員を充足させていく方向性でま

ずは進めていくのかどうか、その考え方を改めて

お伺いします。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 議員お話しのように、外

部の指導者というふうなことについては今後、充

実させていきながら、子供たちにとっても教員に

とっても、いい状態になるようにというふうなこ

とは考えておりますので、充実するという方向で

進めていければというふうに思っているところで

ございます。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） そういった方向性を見

出したときに重要になってくるのが、ある一定程

度のルールづくりといいますか規定づくりといい

ますか、というふうなものは非常に大切になって

くるんだろうと思います。学校現場というある種、

特殊な空間――というとちょっと語弊があります

が――のところに一般の方々が入って、生徒と一

定程度、直接的に触れ合うわけですから、その状

況をこれからさらにつくり上げていくというふう

なことを想定がされるのであれば明確なルール、

任用ができる人、もしくはそれを受ける人たちに

対しての研修会の実施とか、そういったものが必

要になってくるのかなというふうに思うわけです。 

  そこら辺の考え方というか、今後ふやしていく

というふうな方向性を見出してきたときに、これ

からその人たちを、思いを持って指導に当たって

もらえるわけですから、何かしらの間違いなんて

いうのは起こらないのかもしれないけれども、午

前中の島軒議員の話ではないけれども、やっぱり

想定外を想定するというふうなことで、そういっ

たところも起こり得る、不測の事態に対応するた

めにも明確な基準を設けるというふうなことは非

常に重要であるというふうに私自身も考えるわけ

ですけれども、そこら辺の考え方についてお伺い

いたします。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 まさに議員お話しのとお

りであろうというふうに思います。本市において

も部活動指導員については、先ほど教育長が答弁

しましたように、部活動指導員の取扱要領を作成

しまして、このような３つのいずれかに該当する

者というふうなことで、一つの縛りもつけており

ますし、外部指導者につきましても校長から委嘱

の折に、部活動の意義も含めた子供たちへの接し

方も含めたさまざまな重要なところを伝えさせて

いただいた上で委嘱をさせていただいているとい

うようなことは現状でございますけれども、そう

いったところも今後、今の変わる状況なども見ま

して、適宜、改定が必要な場合には改定しながら

というふうなことが必要であろうというふうに思

っております。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） 済みません、時間の関

係で少しはしょらせてもらいますけれども、スポ

ーツ少年団の件に関して言えば、先ほど教育長の

ほうから数字を出していただきましたけれども、

40代以上の方々がほぼほぼ占めているというふう

なことで、将来的な部分を見通せば、20代、30代

の指導員の方々はまだまだ少ない。今現状におい
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てそれで、例えば10年後、20年後になれば、今、

少ない人数のところは単純に上がっていくと私自

身は思えないんですよ。それはなぜかというと、

指導者の後進の育成というふうなものが進んでい

るとは思えないからです。ですのでそこら辺を、

今後の米沢市全体としてのスポーツ少年団のあり

方というふうなもの、指導者の体制整備というふ

うなものを含めた上で、教育文化計画の中には、

実は地域型総合スポーツの設置を以前検討したけ

れどもできなくて、その後はなかなか議論が進ん

でいないんだよというふうな記載もありました。

そういった地域型総合スポーツクラブ等々の設置

によって、指導に当たられる方々が安心して子供

たちの指導に当たられるというふうな体制の整備

みたいなものも、今後非常に検討の中で重要にな

ってくるのかなというふうに思いますので、教育

委員会だけでできる話ではないとは思います。民

間の協力がない限りなかなか進んでいかない事業

だと思いますけれども、そういった方向性をきち

んと明確にしながら、子供たちの運動に関する体

制づくりというふうなものを――スポーツ推進計

画も多分今度改定ですよね。そこら辺のところも

見通しを立てながら進めていっていただきたいと

いうふうなことをこの場においては要望させてい

ただきたいというふうに思います。 

  次に、中心市街地活性化計画のほうですけれど

も、私自身も、部長御承知のように、中心市街地

活性化に資する事業の部分でさまざまな形でかか

わりを持たせていただいてきている中であえてこ

の話をしているのは、やはり先が見えない、中心

市街地活性化というふうな。建設部長からは先ほ

ど関連性について一部言及がありましたが、企画

調整部長のほうからは、今後も現在の事業をまず

は継続していきたいというふうな旨の御答弁があ

ったかというふうに思います。 

  お聞きしておきたいのは、米沢市として中心市

街地活性化計画のゴール地点といいますか、何を

するとこの計画の達成を迎えられるのか。そこら

辺の明確なビジョンといいますか、方向性といい

ますか、ゴール地点といいますか、それを持たれ

ているのかなと。何となく進めていませんかとい

うふうなことです。ナセＢＡがあの場所にできて、

ハードとソフト事業の一体感を持ちながら中心市

街地活性化、あそこのにぎわいを創出していくん

だというふうなことで始まってきたというふうに

認識をしておりますけれども、果たしてその行く

末はどこにあるんだと。それが見えないから、市

民の人たちもなかなか中心市街地活性化というふ

うに言ってもぴんとこないんではないかなという

ふうに私自身は感じるところですけれども、米沢

市としての見解をお伺いいたします。 

○鳥海隆太議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 当初、御承知のとおりナ

セＢＡなどの公共投資を行って、民間のその後の

さまざまな動きというものもなかなか思ったとお

りストーリーはいかなかったというようなところ

で、状況については大きく変化をしているという

ことは認識しております。昔ですと商業が中心と

いうようなところもありましたが、最近はそのよ

うな流れでは決してないというところで、先ほど

答弁の中でも申し上げましたが、やはり住むとい

うところについては見直しされているというとこ

ろは必ずあると思います。 

  私どものほうで具体的な最終的な目標というと

ころは、申しわけございません、今掲げられない

ところでありますが、中心市街地活性化という看

板は持ち続けまして、やはりさまざま今後民間の

動きがあったときにはそちらにきちんと対応して

いくと、必要であれば連携もしていくというよう

な体制は持ち続けていかなければならないと思っ

ているところでございます。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） 米沢市民の税金を投じ

て事業を実施していくわけですから、事業実施に

向けて明確な目的ってあるじゃないですか。その

目的が定められない中で事業継続をしていく、今
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までどおりまずは進めていきたいと言われても、

やっぱり納得できないんですよ。都市マス、立適

をこれから進めていくというふうな中で、その相

互連携の中で、例えば中活はこういうふうなとこ

ろに向かっていくんだとか、方向性が明確に見え

ないところで、今までどおり、まずは中活、ナセ

ＢＡを中心に、何かこれまでの事業展開を継続し

ていきながら、民間活力、いわゆる投資が呼び込

めないかどうかを模索していくなんて言っていて

は、申しわけないけれども、私自身はこれから先

も中活というふうなものの将来展望は見通せない

んですよ。本市、何でもかんでも公金を使って行

政がやらなくてはいけないというふうなことでは

ないとは思いますけれども、民間力を受け入れる

ため、民間活力をこの地に呼び込むための基盤づ

くりといいますか体制づくりといいますか、それ

はやっぱりやっていかなくてはいけないんではな

いかな、明確に。その形が見えない中で、民間活

力を、何とかこの地域に投資を呼び込んでいきた

いんだと言っても、それは残念ながらその情報は

なかなか相手には届かないというふうに思います。

その辺に関して、再度部長のほうから答弁をお願

いします。 

○鳥海隆太議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 説明が不足しておりまし

た。明確な目標の数字とかそういうものを持ち合

わせていないというようなところでありまして、

やはり町なかの交流、そして今取り組んでおりま

すコンパクト＆ネットワークという考えは、中心

市街地活性化においても同じ目的であると思いま

す。 

  米沢市としてのもう少し基盤整備をした上で、

民間での動きを増すべきではないかというような

御質問だと思うんですが、やはりそれは財政的な

面も十分考慮しなくてはならないと思っておりま

す。 

  御承知のとおり、都市再生整備事業で、さまざ

ま御意見の中で五十数億円を投入したという経過

がございます。果たしてこれからの米沢市の財政

の中でどこにその財源を投入していくかというの

はさまざま考えていくべきだと思っております。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） 時間的に最後になりま

すけれども、やっぱり我々の世代はまだまだ、あ

そこが米沢の中心地だったと思える世代なんです。

でも、今の小学生、中学生とか、果たして、もし

かしたら大学生ぐらいまで、米沢の中心地ってど

こですかと聞いたときに、答えられる子供たちが

明確にあそこって言える地域になっていくように、

あの場所の発展を望むところであります。 

  終わります。 

○鳥海隆太議長 以上で21番小島一議員の一般質問

を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○鳥海隆太議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時２０分 散  会 

 


